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午前 ９時５２分 開会前

○事務局長（高坂登貴雄君） おはようござ

います。

議会事務局長の高坂と申します。よろしく

お願いいたします。

本日の臨時会は、一般選挙後初めての議会

ですので、開会前に自己紹介を行いたいと思

います。

初めに議員の方から、仮議席１番から、そ

の席で順次お願いいたします。

○仮１番（松浦和浩君） 松浦和浩です。よ

ろしくお願いします。

○仮２番（中嶋すみ江君） 中嶋すみ江で

す。よろしくお願いいたします。

○仮３番（吉住博幸君） 吉住博幸です。お

世話になります。

○仮４番（橋本博之君） 橋本博之です。ど

うかよろしくお願いします。

○仮５番（大原 昇君） 大原昇です。よろ

しくお願いいたします。

○仮６番（上杉晃央君） 新人の上杉晃央で

す。よろしくお願いいたします。

○仮７番（柏葉久子君） 柏葉久子です。ま

た４年間よろしくお願いいたします。

○仮８番（早瀨仁志君） 早瀨仁志です。よ

ろしくお願いいたします。

○仮９番（古舘繁夫君） 古舘です。どうぞ

よろしくお願いします。

○仮１０番（岡本美代子君） 岡本美代子で

す。よろしくお願いいたします。

○仮１１番（坂田美栄子君） 坂田美栄子で

す。よろしくお願いいたします。

○仮１２番（新鞍峯雄君） 新人の新鞍峯雄

です。よろしくお願いいたします。

○仮１３番（大江道男君） 大江道男でござ

います。よろしくお願いいたします。

○仮１４番（宗像密琇君） 宗像密琇でござ

います。よろしくお願い申し上げます。

○事務局長（高坂登貴雄君） 次に、町長部

局の町長から順次お願いいたします。

○町長（土谷耕治君） 町長の土谷耕治でご

ざいます。どうぞよろしくお願いをいたしま

す。

○副町長（染谷 良君） 副町長の染谷良で

ございます。どうかよろしくお願いいたしま

す。

○総務部長（浅野俊伸君） 総務部長の浅野

俊伸と申します。どうぞよろしくお願いいた

します。

○総務主幹（高崎利明君） 総務主幹の高崎

利明と申します。どうかよろしくお願いいた

します。

○民生部長（馬場博美君） 民生部長の馬場

博美です。どうぞよろしくお願いいたしま

す。

○経済部長（平野浩司君） 経済部長の平野

浩司です。よろしくお願いいたします。

○建設水道部長（磯野憲二君） 建設水道部

長の磯野憲二です。よろしくお願いいたしま

す。

○病院事務長（大村英則君） 病院事務長の

大村英則です。よろしくお願いいたします。

○会計管理者（鈴木元春君） 会計管理者の

鈴木元春です。よろしくお願いします。

○政策財務主幹（平井雄二君） 政策財務主

幹の平井雄二と申します。よろしくお願いい

たします。

○事務連絡室長（糸屋定春君） 美幌・津別

広域事務組合事務連絡室長の糸屋定春と申し

ます。よろしくお願いいたします。

○事務局長（高坂登貴雄君） 次に、執行機

関の教育委員長から順次お願いいたします。

○教育委員長（山内和裕君） 教育委員長の

山内和裕です。今後ともどうぞよろしくお願

いいたします。

○選管委員長（加藤 茂君） 選挙管理委員

長の加藤茂です。よろしくお願いいたしま

す。

○選管事務局長（武田孝司君） 選挙管理委

員会事務局長兼監査委員室長の武田孝司で

す。よろしくお願いいたします。

○教育長（川崎俊郎君） 教育長の川崎俊郎

です。よろしくお願いします。



－ 4 －

○教育部長（佐藤庄一君） 教育部長の佐藤

庄一です。よろしくお願いいたします。

○農業委員会会長（鈴木幸往君） 農業委員

会会長の鈴木幸往でございます。よろしくお

願いいたします。

○農委事務局長（嶋田秀行君） 農業委員会

事務局長、嶋田秀行です。よろしくお願いし

ます。

○事務局長（高坂登貴雄君） 議会事務局職

員、お願します。

○次長（荒井紀光子君） 議会事務局次長の

荒井と申します。よろしくお願いいたしま

す。

○庶務係長（松尾まゆみ君） 庶務係長の松

尾と申します。よろしくお願いいたします。

○議事係長（小室保男君） 議事係長の小室

です。よろしくお願いいたします。

○事務局長（高坂登貴雄君） 以上で、自己

紹介を終わります。

本臨時会は、一般選挙後初めての議会です

ので、議長が選挙されるまでの間、地方自治

法第１０７条の規定により、出席議員の中で

年長の議員が臨時に議長の職務を行うことに

なっております。

それでは、年長議員であります宗像密琇議

員を御紹介します。

宗像議員、議長席にお願いいたします。

○臨時議長（宗像密琇君） ただいま紹介さ

れました宗像密琇です。

地方自治法第１０７条の規定により、議長

選挙の終わるまでの間、臨時に議長の職務を

行います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。

─────────────────────

午前１０時００分 開会

◎開会・開議宣告

○臨時議長（宗像密琇君） おはようござい

ます。

ただいまの出席議員は１４名であります。

定足数に達しておりますので、平成２３年第

４回美幌町議会臨時会を開会いたします。

これから、本日の会議を開きます。

─────────────────────

◎日程第１ 仮議席の指定について

○臨時議長（宗像密琇君） 日程第１ 仮議

席の指定を行います。

仮議席は、ただいま御着席の議席といたし

ます。

─────────────────────

◎日程第２ 会議録署名議員の指名

○臨時議長（宗像密琇君） 日程第２ 会議

録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１８条の

規定により、１番松浦和浩さん、３番吉住博

幸さんを指名します。

暫時休憩いたします。

午前１０時０２分 休憩

────────────────

午前１０時５８分 再開

○臨時議長（宗像密琇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

─────────────────────

◎日程第３ 選挙第１号

○臨時議長（宗像密琇君） 日程第３ 選挙

第１号議長の選挙を行います。

お諮りします。

選挙の方法については、地方自治法第１１

８条第２項の規定により、指名推選にしたい

と思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○臨時議長（宗像密琇君） 異議なしと認め

ます。

したがって、選挙の方法は指名推選による

ことと決定しました。

指名の方法については、臨時議長において

指名することにしたいと思いますが、これに

御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○臨時議長（宗像密琇君） 異議なしと認め

ます。

したがって、臨時議長において指名するこ

とに決定しました。

議長に、古舘繁夫さんを指名します。
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お諮りします。

ただいま臨時議長が指名しました古舘繁夫

さんを議長の当選人とすることに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○臨時議長（宗像密琇君） 異議なしと認め

ます。

したがって、ただいま指名しました古舘繁

夫さんが議長に当選されました。

ただいま議長に当選されました古舘さんが

議場におられますので、会議規則第３３条２

項の規定により当選の告知をします。

議長に当選されました古舘繁夫さんから発

言を求められておりますので、これを許しま

す。

古舘繁夫さん、登壇願います。

○議長（古舘繁夫君）〔登壇〕 先ほど、議

員皆さんから指名推選ということで御指名い

ただきました古舘です。今まで私も議員生活

５期２０年間終わって、今回、６期目という

ことでありますが、荻野さんが議長になられ

たときには指名推選というふうに記憶してお

りますが、過去いろいろな出来事がありまし

た。

今回こうやって議員皆さんの全員の御推挙

で指名推選をいただきましたことは、この上

もない限りでありまして、議員全員皆さん方

の思いをしっかり心に刻みたいなというふう

に思っております。

もとより浅学非才の私でありますが、議員

皆さんの御知恵や御指導をいただき、また、

町長を初め職員の皆さん、また事務局の皆さ

んのアドバイスなどをいただきながら職務を

全うしたいというふうに思っております。

御案内のとおり、この４月から自治基本条

例がスタートするということで、議会にも大

きな課題が課せられております。また、さき

の選挙の中で、この議員の中にも、私も含め

て、議会改革を大きく町民に訴えられて当選

をされた方々がいらっしゃいます。そういう

思いも議員みんなで共有をして、そして議会

は変わったと、議員みんなが一生懸命、町民

皆さんの信託を背中にしょって、わかる議

会、そして議員皆さんが説明責任を十分果た

されたり、また、基本条例の中にある議会と

しての役割、役目ということについても、皆

さんの協議のもとで進めなければならないの

は当然でありますけれども、町民皆さんから

見ても、先ほど述べたような見える、また、

一生懸命議員が活動されているというそうい

う姿勢を、町民の皆さんから見ていただいて

わかるような、そういう議会運営を今後さら

に意を持って進めていきたいというふうに

思っております。

意を十分尽くせませんが、きょうこうやっ

て全員の皆さんの指名推選をいただきました

ことは、間違いなく美幌議会の新しい一歩だ

というふうに感じております。

どうか今後とも皆さんの御支援をいただき

たいと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。ありがとうございました。

○臨時議長（宗像密琇君） これで、臨時議

長の職務は全部終了いたしました。御協力あ

りがとうございました。

古舘議長、議長席にお着きください。

（古舘議長、議長席に着く）

─────────────────────

◎日程第４ 会期の決定

○議長（古舘繁夫君） 日程第４ 会期の決

定を議題といたします。

お諮りします。

今臨時会の会期は、本日１日としたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、会期は、本日１日と決定いた

しました。

─────────────────────

◎諸般の報告

○議長（古舘繁夫君） 諸般の報告を行いま

す。

諸般の報告は、事務局長から報告させま

す。



－ 6 －

○事務局長（高坂登貴雄君） 諸般の報告を

申し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配付

しております議事日程のとおりであります。

朗読については省略させていただきます。

次に、地方自治法第１２１条の規定に基づ

く出席説明員につきましても、印刷したもの

を配付しておりますので御了承願います。

なお、加藤選挙管理委員会委員長、本日午

後から欠席の旨、本多監査委員、本日欠席の

旨、それぞれ届け出がありました。

なお、議会広報用、町広報用のため、議事

模様について写真撮影を行いますので御了承

願います。

また、報道機関の写真撮影を許可しており

ますので、あわせて御承知おき願います。

以上で諸般の報告を終わります。

─────────────────────

◎日程第５ 選挙第２号

○議長（古舘繁夫君） 日程第５ 選挙第２

号副議長の選挙を行います。

お諮りいたします。

選挙の方法については、地方自治法第１１

８条第２項の規定により指名推選にしたいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、選挙の方法は指名推選による

ことに決定いたしました。

指名の方法については、議長において指名

することにしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、議長において指名することに

決定いたしました。

副議長に、坂田美栄子さんを指名いたしま

す。

お諮りいたします。

ただいま議長が指名いたしました坂田美栄

子さんを副議長の当選人とすることに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、ただいま指名いたしました坂

田美栄子さんが副議長に当選されました。

ただいま、副議長に当選された坂田美栄子

さんが議場におられますので、会議規則第３

３条第２項の規定により、当選の告知をいた

します。

副議長に当選されました坂田美栄子さんか

ら発言を求められておりますので、これを許

します。

坂田さん、登壇願います。

○副議長（坂田美栄子君）〔登壇〕 ただい

ま副議長に選任されました坂田でございま

す。副議長の任務といたしましては、議長を

補佐し、議会運営をいかにスムーズに行って

いくかとの認識を新たにしているところでご

ざいます。

私の持つ力は微力ではありますが、皆さん

のお力をかりて大きく成長させていきたいと

考えていることの一つには、議会は議員同士

の討議の場であります。従来より形が変わり

つつありますし、ここ数年、本来の姿を確立

しようと意欲的に改革してきております。こ

れから連携を図りながら、もっと活発な討議

ができる場になれたらと思っております。

二つ目には、２３年４月１日から施行され

ております自治基本条例に基づいて、議会の

あり方、二元代表制の機能が高められるよう

に連携を図っていきたいと考えております。

議長のよきパートナーとして、よりよい議

会、住みやすい美幌町を目指して頑張ってい

きたいとの意を強くしているところでござい

ますので、皆さんの御協力をどうぞよろしく

お願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 暫時休憩いたしま

す。

午前１１時１０分 休憩

────────────────
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午後 １時００分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

─────────────────────

◎日程第６ 議席の指定について

○議長（古舘繁夫君） 日程第６ 議席の指

定を行います。

議席は、会議規則第４条第１項の規定によ

り、議長において指定いたします。

各議員の氏名とその議員番号は、お手元に

配付いたしました議席表のとおり指定いたし

ます。

それぞれ、ただいま指定の議席に移動を願

いします。

暫時休憩いたします。

午後 １時０１分 休憩

────────────────

午後 １時０４分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

─────────────────────

◎日程第７ 選任第１号

○議長（古舘繁夫君） 日程第７ 選任第１

号議会運営委員の選任を行います。

議会運営委員の選任については、委員会条

例第７条第１項の規定により、１番新鞍峯雄

さん、７番上杉晃央さん、９番坂田美栄子さ

ん、１１番大原昇さん、１２番吉住博幸さ

ん、以上のとおり指名いたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、ただいま指名いたしましたと

おり、議会運営委員に選任することに決定い

たしました。

暫時休憩いたします。

休憩中に議会運営委員会を開催し、正副委

員長の互選をお願いいたします。

午後 １時０５分 休憩

────────────────

午後 １時３２分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

─────────────────────

◎諸般の報告

○議長（古舘繁夫君） 諸般の報告をいたし

ます。

休憩中に開催されました議会運営委員会に

おいて、委員長及び副委員長の互選が行わ

れ、その結果の報告が議長の手元に参りまし

たので報告いたします。

委員長に吉住博幸さん、副委員長に大原昇

さん、以上のとおり互選されました旨を御報

告いたします。

─────────────────────

◎日程第８ 選任第２号

○議長（古舘繁夫君） 日程第８ 選任第２

号常任委員の選任を行います。

常任委員の選任については、委員会条例第

７条第１項の規定により、総務文教厚生常任

委員に、１番新鞍峯雄さん、２番大江道男さ

ん、６番松浦和浩さん、７番上杉晃央さん、

８番岡本美代子さん、９番坂田美栄子さん、

１２番吉住博幸さん。

経済建設常任委員に、３番早瀨仁志さん、

４番柏葉久子さん、５番中嶋すみ江さん、１

０番宗像密琇さん、１１番大原昇さん、１３

番橋本博之さん、１４番古舘繁夫、以上のと

おり指名いたしたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、ただいま指名いたしましたと

おり常任委員に選任することに決定いたしま

した。

暫時休憩いたします。

次に、議長の常任委員の辞任の件を議題と

しますので、副議長と交代いたします。

午後 １時３４分 休憩

────────────────

午後 １時３５分 再開

○副議長（坂田美栄子君） 休憩前に引き続
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き、会議を開きます。

─────────────────────

◎議長の常任委員辞任について

○副議長（坂田美栄子君） ただいま経済建

設常任委員に選任されました議長から、常任

委員を辞任したい旨の申し出があります。

議長はその職責上、どの委員会にも出席す

る権限を有しているほか、可否同数の際にお

ける採決権など議長固有の権限を考慮すると

き、一箇の委員会に委員として所属すること

は適当ではなく、また、行政実例でも議長の

辞任を認めているところでもありますので、

経済建設常任委員を辞任したいとするもので

す。

お諮りします。

辞任について許可することに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○副議長（坂田美栄子君） 異議なしと認め

ます。

したがって、議長の経済建設常任委員の辞

任については、許可することに決定いたしま

した。

暫時休憩いたします。

休憩中に各常任委員会では委員会を開催

し、正副委員長の互選を行ってください。

午後 １時３７分 休憩

────────────────

午後 ２時１０分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

─────────────────────

◎諸般の報告

○議長（古舘繁夫君） 諸般の報告をいたし

ます。

休憩中に開催された各常任委員会において

委員長及び副委員長の互選が行われ、その結

果の報告が議長の手元に参りましたので報告

いたします。

総務文教厚生常任委員会の委員長に大江道

男さん、副委員長に岡本美代子さん。

経済建設常任委員会の委員長に橋本博之さ

ん、副委員長に柏葉久子さん、以上のとおり

互選された旨の報告がありました。

─────────────────────

◎日程第９ 選挙第３号

○議長（古舘繁夫君） 日程第９ 選挙第３

号美幌・津別広域事務組合議会議員の選挙を

行います。

お諮りいたします。

選挙の方法については、地方自治法第１１

８条第２項の規定により、指名推選にしたい

と思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、選挙の方法は、指名推選によ

ることに決定いたしました。

指名の方法については、議長において指名

することにしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、議長において指名することに

決定いたしました。

美幌・津別広域事務組合議会議員に、柏葉

久子さん、松浦和浩さん、岡本美代子さん、

大原昇さんを指名いたします。

お諮りいたします。

ただいま議長が指名いたしました４人の方

を、美幌・津別広域事務組合議会議員の当選

人とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、ただいま指名いたしました、

柏葉久子さん、松浦和浩さん、岡本美代子さ

ん、大原昇さんが美幌・津別広域事務組合議

会議員に当選されました。

ただいま当選されました４人の方が議場に

おられますので、会議規則第３３条第２項の

規定により、当選の告知をいたします。

─────────────────────
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◎日程第１０ 町長就任宣誓

○議長（古舘繁夫君） 日程第１０ 町長就

任宣誓。

去る５月１日に美幌町長に就任されました

土谷町長から、美幌町自治基本条例第３４条

の規定により就任時の宣誓をしたい旨の申し

入れがありましたので、これを許します。

町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 宣誓。

私は、町長という地位が町民の皆さんの信

託によるものであることを深く認識し、地方

自治の本旨に基づき、住民福祉の増進を図る

とともに、美幌町自治基本条例の基本理念の

実現のため、公正かつ誠実に職務に邁進する

ことを誓います。

平成２３年５月１０日、北海道美幌町長土

谷耕治。

─────────────────────

◎所信表明及び提出案件の概要説明

○議長（古舘繁夫君） 町長から、所信表明

及び本臨時議会に提案している案件の概要説

明をしたいとの申し入れがありますので、こ

れを許します。

町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 平成２３年

第４回美幌町議会臨時会の開会に当たりまし

て、貴重なお時間をおかりし、これから４年

間にわたる２期目の町政運営に対する所信の

一端を述べさせていただき、議員各位並びに

町民の皆様の御理解と御協力を賜りたいと存

じます。

私は、美幌町長選挙におきまして、多くの

町民の皆様の御支持をいただき、当選の栄に

浴し、引き続き町政を担わせていただくこと

となりました。二万二千町民の皆さんの熱い

期待におこたえできるよう、４年間の町長と

しての経験を力に、新たな決意と信念を持っ

て町長の責務を担っていく覚悟であります。

４年間を振り返りますと、世界同時不況や

歴史的な政権交代など大きな変革期にあっ

て、極めて厳しい自治体運営を強いられる

中、「選択と集中、重点化」を基本に、議会

及び町民の皆さんを初め、自治会、ボラン

ティア団体、ＮＰＯ活動を行う皆さん等と力

を合わせ、まちづくりに取り組んでまいりま

した。その結果、地域力が結集したまちづく

りの基盤が、あらゆる面で確実に実感として

進んできたと受けとめており、将来に対する

手ごたえも感じたところであります。

国は、今後の国づくりの基本方針を「地域

が自ら考え、主体的に行動し、その行動と選

択に責任を負う」いわゆる地方分権・地域主

権へと国と地方のあり方を大きく転換してい

く方針としたところであり、今後ますます加

速し、近い将来には新たな時代を迎えようと

しているものと認識をしております。

美幌町の将来を見据えると、少子高齢・人

口減少傾向が進むことは明らかであります。

また、健康や医療・福祉の問題、基幹産業の

農業を初めとする一次産業を守りどう発展さ

せていくか、商工業の振興や地域経済の発展

と継続的な雇用の確保及び新たな雇用の創

出、さらには財政の問題、地域の安心安全の

確保など、解決へ向け取り組まなければなら

ない多くの課題があります。これらに真正面

から向き合い、乗り越えていかなければ「び

ほろ」のあしたは切り開いていけません。

住民の皆さんにとりましても、生活の身近

な問題が従来にも増して厳しい状況にあると

認識しているところであります。こうした状

況を認識した上で、心構えも新たに、ふるさ

と「びほろ」の発展と町政の推進、住民福祉

の充実のため全力を尽くしてまいる所存であ

ります。

ふるさと美幌は、豊かな自然、豊富な地域

資源と人の力が結集できる風土と歴史があ

り、将来に大いなる発展の可能性を秘めた町

であると考えています。こうした地域資源を

守り育てながら、地域発展のために利活用を

図ること、町民の結集と総合的な地域の力を

発揮することで、平成２３年４月に施行され

た美幌町自治基本条例による町民主体の自治

が実現するものと確信をいたしているところ

であります。
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私は、安心安全に住むことができ、将来に

希望や夢の灯りがともり、「小さくてもキラ

リ夢輝くまちづくり」を目指してまいりま

す。その実現のために、基本目標として「５

つの約束」を、さらに主な事業として３８の

事業を掲げ、任期中に実現を図ることを町民

の皆さんにお約束してまいりました。

基本目標として、第１に、地域基幹産業の

振興と町内企業を応援、資源を活かし「びほ

ろ」の活性化を図ります。

第２に、地域医療の充実を図ります。

第３に、健康づくりの推進と介護、福祉の

充実を図ります。

第４に、自治会・ボランティア・ＮＰＯな

どの地域活動を応援し地域力の結集を図りま

す。

第５に、安心安全で「住んでていいなぁ」

と実感できるまちづくりを目指します。の

「５つの約束」を掲げ、主な３８の事業の取

り組みについて全力を傾注していく覚悟であ

ります。

私自身に足らざる点が多いことを自覚しつ

つ、町民の皆さん、議会議員の皆さんを初め

関係各位の御指導、御鞭撻をいただき、限ら

れた予算と４年間の任期の中で、町民の皆さ

んの願いを形にして夢を紡いでいくのが私に

与えられた使命であると考えております。

軸足をこの町に置き、町民の皆さんと向か

い合い、話し合い、多くの力を結集するこ

と、「すべては話し合うこと」からを基本

に、スピード感を持って「そして前へ」向

かって全力を尽くしてまいります。

以上、これからの町政を進める上での所信

の一端を申し上げましたが、すべてが一朝一

夕にできるものとはもとより思ってはおりま

せん。町民の皆さんに一番身近で基礎的な自

治体である町は、健全財政の基盤の上に立っ

て、継続的に安定した行政サービスを提供し

ていくことを使命としており、途切れのない

息の長い仕事であります。

どうか私の決意をお酌み取りいただき、議

員各位並びに町民の皆様におかれましては、

今後の町政運営に対しまして一層の御指導、

御理解、御協力を賜りますよう心からお願い

申し上げまして、私の所信表明といたしま

す。

次に、御提案いたします議案等について御

説明を申し上げます。

専決処分の承認について。

平成２２年度一般会計補正予算について

は、国の緊急総合経済対策に係る会計処理等

のため急を要したこと。

平成２２年度国民健康保険特別会計補正予

算については、療養給付費負担金の確定に伴

う会計処理などのため急を要したこと。

平成２２年老人保健特別会計補正予算につ

いては、医療給付費に係る会計処理などのた

め急を要したこと。

平成２２年度後期高齢者医療特別会計補正

予算については、後期高齢者医療保険料に係

る会計処理などのため急を要したこと。

平成２２年度公共下水道特別会計補正予算

については、公共下水道事業費補助金の確定

に伴う会計処理などのため急を要したこと。

平成２３年度一般会計補正予算（第１号）

については、東日本大震災支援対策のため急

を要したこと。

平成２３年度一般会計補正予算（第２号）

については、美幌町議会の政務調査費の交付

に関する条例適用のため急を要したことによ

り専決処分をいたしましたので、御承認を賜

りたいのであります。

人事案件について。

議会議員から選任しております監査委員の

平野茂夫氏は、本年４月末をもって任期満了

となりましたので、その後任の人事について

御同意を賜りたいのであります。

平成２３年度一般会計補正予算（第３号）

について。

補正の内容につきましては、議員共済会負

担金として２,９０３万円、住宅リフォーム

促進補助金として２,２００万円、パークゴ

ルフ場及び室内ゲートボール場施設整備基金

積立金として８,０３３万４,０００円の補正
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を行おうとするものであります。

なお、細部につきましては、後ほどそれぞ

れ御説明を申し上げますので、御審議の上、

原案に御協賛を賜りますようお願い申し上

げ、提出案件の概要説明といたします。

以上、御説明をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

─────────────────────

◎日程第１１ 承認第１号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１１ 承認第

１号専決処分の承認についてを議題といたし

ます。

直ちに提出者の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（浅野俊伸君） それでは、議案

の１０ページをお開きいただきたいと思いま

す。

承認第１号専決処分の承認について。

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので報告し、

承認を求めるということで、次の１１ページ

をお開きいただきたいと思います。

専決処分書。

国の緊急総合経済対策に係る会計処理等の

ため急を要するので、地方自治法第１７９条

第１項の規定により、次のとおり専決処分す

る。

平成２３年３月３１日、美幌町長土谷耕

治。

記以下については、次の１２ページから御

説明申し上げます。

平成２２年度美幌町一般会計補正予算（第

１２号）について御説明申し上げます。

平成２２年度美幌町の一般会計補正予算

（第１２号）は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ２億３,７３５万４,０００円を追加

し、歳入歳出それぞれ１１８億３８８万４,

０００円とする。

第２項につきましては、事項別明細で御説

明申し上げます。

繰越明許費。

第２条、地方自治法第２１３条第１項の規

定により、翌年度に繰り越して使用すること

ができる経費は、「第２表 繰越明許費」で

御説明申し上げます。

地方債の補正。

第３条、地方債の変更は、「第３表 地方

債補正」で御説明申し上げます。

それでは、１７ページをお開きいただきた

いと思います。

第２表、繰越明許費について御説明申し上

げます。

この部分につきましては、ことしの１月の

臨時議会におきまして補正させていただきま

した地域活性化交付金に係る住民生活に光を

そそぐ交付金によります７本の事業と、本年

２月の臨時議会において補正させていただき

ましたきめ細かな交付金によります６本の事

業、さらに３月定例議会において補正させて

いただきましたきめ細かな生活基盤整備事業

の合計１４本の事業につきまして、平成２２

年度中に事業を終了することができないた

め、財源を繰り越しまして平成２３年度に実

施するものでございます。

一番上の総務費の庁舎玄関改修事業の５４

７万９,０００円でございますが、これはき

め細かな交付金の事業で、庁舎正面玄関の風

除室の設置及び身障者用スロープを含めまし

て、ノンスリップゴムマットを設置するもの

でございます。

次の民生費の老人憩の家ボイラー改修事業

費の５１８万円でございますが、これもきめ

細かな交付金の事業で、老人憩の家の老朽化

に伴います給湯及び暖房用ボイラーとろ過器

の更新を行うものでございます。

その下の民生費の子ども発達支援センター

図書等購入事業１２万６,０００円、次の学

童保育所図書等購入事業６万３,０００円、

次の季節保育所図書等購入事業２０万７,０

００円と、次のへき地保育所図書等購入事業

の９万７,０００円につきましても、住民生

活に光をそそぐ交付金によりまして、それぞ

れの施設における子供たちの教材として、絵
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本、図鑑、ＤＶＤ等の教材を購入するもので

あります。

次の農林水産業費の農業活性化緊急基盤整

備事業３,２４４万１,０００円につきまして

は、これもきめ細かな生活基盤整備事業に係

るもので、暗渠排水９戸で９ヘクタール、心

土破砕が５４戸で３９９.８７ヘクタールを

実施するものでございます。

次の商工費の交流促進センター施設改修事

業費４,１４１万２,０００円につきましても

きめ細かな交付金事業で、峠の湯のドーム浴

場の屋根を全面改修するものであります。

その下の商工費のターミナル物産センター

施設改修事業３１１万９,０００円につきま

しても、きめ細かな交付金によりまして、

ターミナル物産センターの北側の壁をサイ

ディングに張りかえ改修するものでありま

す。

その下の土木費の町道施設整備事業の７７

４万６,０００円でございますが、これもき

め細かな交付金によりまして、美富のセブン

イレブンの東側になりますが、町道の雨水管

及び桝の設置、さらに栄町の東陽保育園西側

の町道の雨水桝及び取りつけ管の改修と交差

点のオーバーレイを実施するものでございま

す。

その下の土木費の南団地９号棟・１０号棟

屋根改修事業２１６万４,０００円につきま

してもきめ細かな交付金によりまして、南団

地の９号棟及び１０号棟の通路の屋根が老朽

化によりまして破損しているため改修するも

のでございます。

次の教育費の学校図書購入事業１６４万

３,０００円と、その下の中学校費の学校図

書購入事業８９万８,０００円につきまして

も、住民生活に光をそそぐ交付金によりまし

て、小中学校における学校図書の充実整備を

図るものでございます。

一番下の教育費の図書館図書等購入事業５

４２万７,０００円につきましても、住民生

活に光をそそぐ交付金によりまして、図書館

の図書及び視聴覚資料の購入、並びに点字用

スチールブックトラックと机２台を購入する

ものでございます。

次に、１８ページをお開きいただきたいと

思います。

第３表、地方債の補正でございます。

一番上の農業生産基盤整備事業でございま

すが、これは道営畑総の豊高地区に係る分

で、事業費の確定によりまして、限度額を３

０万円減じまして６７０万円とするものでご

ざいます。

その下の除雪ドーザ整備事業につきまして

は、本年度更新いたしますシャッターつき除

雪ドーザの購入でございますが、熱線入りガ

ラス、あるいは土砂バケット等の補助対象と

なる部分が増加したことに伴いまして、起債

の限度額を１００万円減じまして５８０万円

とするものでございます。

一番下の臨時財政対策債、これは交付税制

度の見直しによりまして、交付税の不足分の

一部を地方債に振りかえられたもので、後年

度に交付税措置がなされるものであります

が、今年度末におけます最終財源調整により

まして、後年度の地方債償還額の軽減を図る

ため、限度額を７,０４２万円減じまして３

億５,６００万円とするものでございます。

この結果、平成２２年度の地方債借入額の

総額は６億３,０１０万円となるものでござ

います。

それでは、次に３３、３４ページをお開き

いただきたいと思います。

歳出でございます。

歳出でございますが、今回の補正につきま

しては、年度末におけます額の確定、あるい

は実績に基づきます整理でございます。

このページの中ほどに、４、ふるさとづく

り等事業費の増、積立金２万円とございま

す。これにつきましては、本年３月９日から

３月３１日までの間に４名の方々からいただ

きましたふるさと寄附金をふるさとづくり基

金に積み立てするものでございます。

一番下の財政調整等基金積立金の増、積立

金３億１,８０１万円でございます。これに
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つきましては、本年３月９日に美幌町字報徳

にお住まいの大屋委代様より、図書館蔵書の

ために役立ててほしいと１万円の御寄附をい

ただきました分と、今回の年度末整理に伴う

執行残及び特別交付税等の額の確定に伴い、

平成２３年度に実施する事業分の財源確保と

して、一たん財政調整基金へ積み立てするも

のでございまして、財政調整基金へは１億

３,８０１万円を積み立ていたします。

それと、後年度の事業費に対する財源確保

分として、公共施設整備基金へ１億８,００

０万円を積み立てするものでございます。こ

の結果、年度末におけます財政調整基金の残

高は８億３,６０８万６,０００円となる見込

みであります。

なお、公共施設整備基金の残高につきまし

ては、５億５,３６８万８,０００円となるも

のでございます。

次に、３６ページをお開きいただきたいと

思います。

このページにつきましても、年度末におけ

ます額の確定、あるいは実績に基づく整理で

ございますが、下から２段目の社会福祉総務

費の一般事務費の増の、一つ飛びまして積立

金２,６００万円の計上でございます。これ

につきましては、ことしの２月の臨時議会に

おきまして、きめ細かな交付金により、平成

２３年度に実施する子宮頸がん等の予防ワク

チン接種業務に充当することで、福祉基金に

５００万円の積み立てを行ったところでござ

いますが、子宮頸がんワクチンが不足してい

る状況から執行できないということで、今

回、きめ細かな交付金を商店街イルミネー

ション受け口改修工事と峠の湯のドーム型の

屋根改修工事の事業費に財源を振りかえるた

めに４００万円を減額する部分が一つござい

ます。

それと、今後の福祉施策に伴う財政負担に

対応するため、今回の補正予算の財源調整に

よりまして３,０００万円を積み立ていたし

ます。したがいまして、両方あわせて２,６

００万円の計上となってございます。

次に、３８ページをお開きいただきたいと

思います。

一番上の段の上から６行目、８、他会計負

担事業費の減、繰出金のうち、後期高齢者医

療特別会計繰出金６１万円の増でございま

す。これにつきましては、平成２２年度の市

町村事務費の実績に伴う一般会計からの繰出

金の増でございます。

このページの一番下の段の上から２段目に

なります、２、子ども発達支援センター事業

費の増、図書２万円の増額補正でございます

が、これは光をそそぐ交付金で、消耗品の執

行に伴い最終財源調整分で、子ども発達支援

センターの教材用図書を購入するものでござ

います。

そのほかにつきましては、年度末におけま

す額の確定、あるいは実績に基づく整理でご

ざいます。

次に、４０ページをお開きいただきたいと

思います。

上から３段目になります、季節保育所運営

事業費の減の消耗品費１４万７,０００円の

増でございます。これも光をそそぐ交付金で

ございまして、児童センター等からの執行に

伴います財源調整で、季節保育所の教材用図

書を購入するものでございます。

そのほかにつきましては、年度末におけま

す額の確定、または実績に基づく整理でござ

います。

次に、４２ページをお開きいただきたいと

思います。

このページにつきましては、年度末におけ

ます額の確定、または実績に基づく整理でご

ざいます。

次に、４４ページをお開きいただきたいと

思います。

上から２段目になります。林業推進事業費

の増の、三つ飛びまして積立金１０１万７,

０００円でございます。これにつきまして

は、本年３月１１日に東京都調布市にお住ま

いの谷戸章太郎様より、林業振興に役立てて

ほしいと１００万円の御寄附をいただきまし
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た。もう一方、３月１６日にＮＰＯ法人コン

ベンション札幌ネットワークとの森林整備に

関する協定に基づき、製造科学技術センター

から１万６,５００円の御寄附をいただきま

したものを、未来への森林づくり基金へ積み

立てするものでございます。

そのほかにつきましては、年度末におけま

す額の確定、あるいは実績に伴う整理でござ

います。

次に、４６ページをお開きいただきたいと

思いますが、このページにつきましても年度

末におけます整理でございます。

次に、４８ページをお開きいただきたいと

思います。

このページの下から２段目になります活動

促進事業費の増、消耗品６４万４,０００円

でございます。これも光をそそぐ交付金によ

ります図書館の図書の購入でございますが、

小中学校における交付金で整備した学校図書

の執行残を振りかえ、財源調整のための増額

補正でございます。

そのほかにつきましては、年度末におけま

す整理でございます。

次に、５０ページをお開きいただきたいと

思いますが、このページにつきましても、同

じく年度末の整理でございます。

次に、５２ページにつきましても年度末に

おける整理でございます。

それでは、２３ページ、２４ページにお戻

りいただきたいと思います。

歳入でございます。このページにつきまし

ても、額の確定に伴います整理でございま

す。

次に、２６ページをお開きいただきたいと

思います。

上から２段目になります地方交付税の増、

２億８,００８万２,０００円の増額補正でご

ざいますが、これは今回、特別交付税の額の

確定によります増額でございまして、今年度

の交付税の総額は、普通交付税が３９億５,

６３５万７,０００円、特別交付税が３億３,

００８万２,０００円、合計で４２億８,６４

３万９,０００円となったところでございま

す。

そのほかにつきましては、年度末の整理で

ございます。

次に、２８ページをお開きいただきたいと

思います。

中ほどに社会資本整備総合交付金の増、１

５２万５,０００円の増額補正とございま

す。これにつきましては、雪寒路線の除雪経

費及び本年度購入いたしました除雪ドーザの

補助対象経費の増に伴う増額補正分でござい

ます。

そのほか、このページにおきまして、国庫

補助金のきめ細かな交付金及び住民生活に光

をそそぐ交付金につきましては、執行見込み

によります最終財源調整のための組みかえで

ございます。

このページの一番下になります、地域づく

り総合交付金の増、１０万円でございます。

これにつきましては、木質ペレットストーブ

の宣伝普及費の執行残に伴いまして、パス

ポートの発給事務へ充当し、交付金の組みか

えを行うものでございます。

次に、３０ページをお開きいただきたいと

思います。

上から４行目になります、地域づくり総合

交付金の増、１８万５,０００円でございま

すが、これにつきましては、子ども発達支援

センターの児童デイサービスの運営に係る助

成金の追加配分によるものでございます。

中ほどに、森林組合出資配当金１００万円

とございます。これにつきましては、美幌町

が森林組合へ出資しております５万口、２,

５００万円の４％分として出資配当金が入っ

てくるものでございます。

その下の土地売払代の増１,２８４万７,０

００円につきましては、美幌町字西２条北２

丁目の旧美幌保育園の跡地、これは４番地の

６０と４番地の６１の２筆で、面積につきま

しては２筆合わせまして６９９.４８平方

メートルで、１,２６５万２,０００円で売却

したものでございます。
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それと、もう１点、旧豊岡小学校前の交差

点改良に伴うのり面用地として、３０５.４

平方メートルで２万４,４３２円。さらに、

報徳の大屋茂様宅西側になりますが、町道第

２１号道路補償工事に係る用地処理完了に伴

いまして、残地の１,７２９平方メートルを

１７万３,４１７円で売却を行ったものを合

わせまして、既定予算との整理を含めまして

合計で１,２８４万７,０００円の増額補正を

行うものであります。

その下の一般林売払代の増、８１万５,０

００円でございますが、これは登栄の町有林

のカラマツ１３.７２ヘクタールのうち、直

営で伐採しました８６.８２６立方メートル

分の立木売り払い分でございます。

次の一般寄附金の増、１万円につきまして

は、本年２月２１日、仲町１丁目にお住まい

の方から、役場内で財布を落として拾ってい

ただいたお礼にと１万円を御寄附いただいた

ものでございます。

その下のふるさと寄附金の増、１０２万円

の増でございますが、これは本年３月９日か

ら３月３０日までの間に５名の方々からいた

だきましたふるさと寄附金でございます。

一番下、図書費寄附金の増、１万円につき

ましては、本年３月９日、報徳にお住まいの

大屋委代様からの寄附金でございます。

次に、３２ページをお開きいただきたいと

思います。

一番上の林業費寄附金の増、１万７,００

０円でございますが、これは本年３月１６

日、ＮＰＯ法人のコンベンション札幌ネット

ワークとの森林整備協定に基づきます製造科

学技術センターからの寄附金でございます。

中ほどに雑入とございます。雑入の上から

３行目になります物品等売払の増、１７４万

７,０００円の増額でございますが、これは

リサイクルセンターにおけますペットボトル

及びその他プラスチックの売却代でございま

す。

雑入の下から２行目になります、森林組合

事業割配当金２１万７,０００円につきまし

ては、町有林の下草刈り等の森林組合等へ委

託しております事業費２７２万３,０００円

の８％分が事業割配当金として入ってくるも

のでございます。

その下、いきいきふるさと推進事業助成金

１００万円でございますが、これは町内商店

街で開催いたします各種イベントに対する商

店街活性化事業の助成金でございます。

その下の町債につきましては、地方債のと

ころで御説明申し上げましたので省略させて

頂きます。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、承認第１号専決処分の承認につ

いてを採決いたします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、承認することに賛成の方は御起立

願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本件は承認することに決定い

たしました。

─────────────────────

◎日程第１２ 承認第２号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１２ 承認第

２号専決処分の承認についてを議題といたし

ます。

直ちに提出者の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（馬場博美君） 議案の５４ペー

ジをお開き願います。

承認第２号専決処分の承認について御説明

申し上げます。

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分したので承認を求め

るものでございます。

５５ページをお開き願います。
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専決処分書。

療養給付費負担金の確定に伴う会計処理等

のため急を要するので、地方自治法第１７９

条第１項の規定により、次のとおり専決処分

する。

平成２３年３月３１日、美幌町長土谷耕

治。

記以下につきましては、次のページの５６

ページで御説明申し上げます。５６ページを

お開き願います。

平成２２年度美幌町国民健康保険特別会計

補正予算（第７号）。

平成２２年度美幌町の国民健康保険特別会

計補正予算（第７号）は、次に定めるものと

するものでございます。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ８７万２,０００円を追加し、歳入歳

出それぞれ２８億８,８０７万８,０００円と

するものでございます。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明申し上げます。６７、６８ページをお開

き願います。

３、歳出について御説明申し上げます。

今回の補正につきましては、年度末事業の

確定による補正であります。

６８ページの一番下の国民健康保険基金積

立金８７万２,０００円の増につきまして

は、剰余金による積立金であります。

なお、今回の補正で、２２年度末現在の基

金残高につきましては３億６,００３万６,０

００円であります。

歳出は以上であります。

次に、歳入について御説明申し上げます。

６３、６４ページをお開き願います。

２、歳入について御説明申し上げます。

６４ページの上から３行目であります。特

別事情の特別調整交付金のうち、経営姿勢分

１,３００万円につきましては、収納対策、

医療費適正化収納対策等の経営状況が良好と

認められたことにより交付されたものであり

ます。

その下の財政負担増分の１,３９６万４,０

００円につきましては、オホーツク振興局、

北海道に要望した結果、重障、重度心身障害

児施設入所者に係る国民健康保険の療養給付

費等が高くなるということから、平成２０年

度、２１年度に引き続き、今年度も交付され

たものでございます。

二つ飛びまして、非自発的財政負担増分交

付金９１万９,０００円につきましては、地

方税法の改正に伴い、平成２２年４月１日か

ら施行いたしました非自発的失業者国民健康

保険税の軽減措置で、前年給与所得の１００

分の３０とみなして算定し、離職の翌日から

翌年度末までの期間の制度であります。今回

の補正の内容につきましては、それに係る特

別調整交付金でございます。９１万９,００

０円でございます。

それから、下から２行目の収納率確保向上

対策交付金６００万円の増につきましては、

道の交付金の規則に基づきまして、美幌町に

おいて保険税の収納率の確保の向上に積極的

に取り組んでいるということで、２０年度の

現年度収納率が上がったこと、あるいは、２

２年１月現在と今年度の１月現在に比べてそ

れぞれ上昇していることから、特別調整交付

金として６００万円交付されるものでござい

ます。

なお、４月末現在の収納率につきましては

９５.３１％と、昨年よりも０.８６％伸びて

いる状況であります。このほかにつきまして

は、事業の確定等に伴い補正するものでござ

います。

以上、御説明申し上げましたのでよろしく

お願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、承認第２号専決処分の承認につ

いてを採決いたします。

この採決は、起立によって行います。
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本件は、承認することに賛成の方は起立願

います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本件は承認することに決定い

たしました。

─────────────────────

◎日程第１３ 承認第３号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１３ 承認第

３号専決処分の承認についてを議題といたし

ます。

直ちに提出者の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（馬場博美君） ７０ページをお

開き願います。

承認第３号専決処分の承認について御説明

申し上げます。

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分したので承認を求め

るものでございます。

７１ページをお開き願います。

専決処分書。

医療給付費に係る会計処理等のため急を要

するので、地方自治法第１７９条第１項の規

定により、次のとおり専決処分する。

平成２３年３月３１日、美幌町長土谷耕

治。

記以下につきましては、７２ページで御説

明申し上げます。

平成２２年度美幌町老人保健特別会計補正

予算（第２号）

平成２２年度美幌町の老人保健特別会計補

正予算（第２号）は、次に定めるところによ

るものでございます。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ１７０万円を減額し、歳入歳出それ

ぞれ１３２万５,０００円とするものでござ

います。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明申し上げます。８１、８２ページをお開

き願います。

３、歳出について御説明申し上げます。

今回の補正につきましては、年度末事業の

確定によるものでございます。

このページにつきましては、事業の確定等

によるものの減額でございます。

歳出は以上でございます。

次に、歳入について御説明申し上げます。

７９、８０ページをお開き願います。

２、歳入について御説明申し上げます。

８０ページの下から２行目の一般会計繰入

金、２０７万円の減につきましては、歳出の

医療諸費の減額に伴い、一般会計から繰入金

を減額補正するものでございます。

そのほかにつきましては、額の確定による

ものでございます。

以上、御説明申し上げましたのでよろしく

お願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、承認第３号専決処分の承認につ

いてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本件は、承認することに賛成の方は起立願

います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本件は承認することに決定い

たしました。

─────────────────────

◎日程第１４ 承認第４号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１４ 承認第

４号専決処分の承認についてを議題といたし

ます。

直ちに提出者の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（馬場博美君） ８４ページをお

開き願います。

承認第４号専決処分の承認について御説明

申し上げます。
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地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分したので承認を求め

るものでございます。

８５ページをお開き願います。

専決処分書。

後期高齢者医療保険料に係る会計処理等の

ため急を要するので、地方自治法第１７９条

第１項の規定により、次のとおり専決処分す

る。

平成２３年３月３１日、美幌町長土谷耕

治。

記以下につきましては、次の８６ページで

御説明を申し上げます。

平成２２年度美幌町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第４号）。

平成２２年度美幌町の後期高齢者医療特別

会計補正予算（第４号）は、次に定めるとこ

ろによるものでございます。

歳入予算の補正。

第１条、歳入予算の補正につきましては、

事項別明細書で御説明申し上げます。９１、

９２ページをお開き願います。

２、歳入について御説明申し上げます。

９２ページの現年度分特別徴収保険料、６

１万円の減につきましては、実績確定による

ものでございます。

その下の事務費繰入金、６１万円の増につ

きましては、特別徴収保険料６１万円の減額

に伴い一般会計から繰入金を増額するもので

ありますが、基本的には、後期高齢者保険料

につきましては歳入歳出は同じ額であります

けれども、今回、出納整理期間における４月

から５月分までの保険料の納入及び還付につ

きましては、翌年度精算することにより、今

回、一般会計から繰入金を増額補正するもの

でございます。

以上、御説明申し上げましたのでよろしく

お願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、承認第４号専決処分の承認につ

いてを採決いたします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、承認することに賛成の方は起立願

います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本件は承認することに決定い

たしました。

─────────────────────

◎日程第１５ 承認第５号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１５ 承認第

５号専決処分の承認についてを議題といたし

ます。

直ちに提出者の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 議案の９６

ページをお開きください。

承認第５号専決処分の承認についてを御説

明申し上げます。

次のページ、９７ページをお開きくださ

い。

専決処分書。

以下につきましては、補正予算で説明しま

すので、次の９８ページをお開きください。

平成２２年度美幌町公共下水道特別会計補

正予算（第７号）について御説明申し上げま

す。

今回の補正につきましては、年度末におけ

る事務事業の確定、あるいは確定見込み、執

行残等の整理をし、それぞれの補正をいただ

くものであります。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ４２２万円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１０億３,００６

万５,０００円とする。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明申し上げます。

地方債の補正。

第２条、地方債の変更は、「第２表 地方
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債の補正」で御説明申し上げますので、１０

１ページをお開きください。

第２表、地方債の補正。

公共下水道事業につきましては、終末処理

施設改修工事の入札執行残により、１,２７

０万円から限度額３０万円を減額して１,２

４０万円とするものです。

次に、事項別明細書の歳出から御説明しま

すので、１０７、１０８ページをお開きくだ

さい。

歳出につきましては、事務事業の確定、執

行残等の整理をし、記載のとおり減額をいた

だくものです。

１０８ページの説明の上から３段目、償還

金利子及び割引料の４０万円の増額につきま

しては、本年３月末に判明しました下水道使

用料金の誤賦課に対する過誤納還付金の増額

補正であります。

次に、歳入について説明しますので、１０

５ページ、１０６ページをお開きください。

歳入につきましては、下水道使用料４０万

円を増額し、以下の記載につきましては、確

定、あるいは確定見込みによる減額でありま

す。

以上、説明しましたのでよろしくお願い申

し上げます。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、承認第５号専決処分の承認につ

いてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本件は、承認することに賛成の方は起立願

います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本件は承認することに決定い

たしました。

暫時休憩いたします。再開は１５時２０分

といたします。

午後 ３時０５分 休憩

────────────────

午後 ３時２２分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

─────────────────────

◎議会運営委員長報告

○議長（古舘繁夫君） 休憩中に議会運営委

員会が開かれましたので、委員長から報告を

求めます。

１２番吉住さん。

○１２番（吉住博幸君） 休憩中でありまし

た、その中で、休憩後の議会運営をどうした

らいいかというテーマでお話しさせていただ

きました。

懸念される案件ということで、専決処分で

はありますが、賛成討論、反対討論をしたい

という申し出を事前に受けておりましたの

で、それについてどう扱うべきかという議論

がありました。

ただ、皆さんに御案内した休憩時間の締め

切りが迫っておりましたので、あえて申し上

げますと、日程第１７承認第７号の説明を受

けた、質疑応答後、さらに休憩をとりまし

て、賛成討論の人数、反対討論の人数等も掌

握の上、再開して採決に入りたいという思い

が漠然としてあるところです。

確認は、人数がまだ掌握できておりません

ので、そういう意味で承認第７号の質疑応答

終了後、議運を開くために再度休憩をとりた

いということであります。

─────────────────────

◎日程第１６ 承認第６号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１６ 承認第

６号専決処分の承認についてを議題といたし

ます。

直ちに提出者の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（浅野俊伸君） それでは、議案

の１１２ページをお開きいただきたいと思い

ます。

承認第６号専決処分の承認について。
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地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので報告し、

承認を求めるということで、次の１１３ペー

ジをお開きいただきたいと思います。

専決処分書。

東日本大震災支援対策のため急を要するの

で、地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分する。

平成２３年４月５日、美幌町長土谷耕治。

記以下につきましては、次の１１４ページ

で御説明申し上げます。

平成２３年度美幌町一般会計補正予算（第

１号）について御説明申し上げます。

平成２３年度美幌町の一般会計補正予算

（第１号）は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ８３４万８,０００円を追加し、歳入

歳出それぞれ１０３億３,２７２万８,０００

円とする。

第２項につきましては、事項別明細で御説

明申し上げます。

それでは、１２４ページをお開きいただき

たいと思います。

歳出でございます。

東日本大震災支援対策事業費の８３４万

８,０００円でございますが、３月１１日に

発生いたしました東北地方太平洋沖地震の被

災地から美幌町へ避難されてきた方々への対

応と、職員及び消防隊員の派遣要請に対する

経費並びに支援物資等の輸送経費についての

補正でございます。

まず、普通旅費の３２８万７,０００円に

つきましては、被災地の市町村から職員の支

援要請を受け、全国町村会で調整していると

ころでございますが、宅地危険度判定士、あ

るいは一般事務に対する要請に対応するた

め、短期派遣として職員を６泊７日で１２名

分。また、１カ月の派遣分として２名分、石

巻市を予定しまして計上してございます。

次の消耗品につきましては、派遣職員に対

する装備品、１４名分として２８万円。それ

から、現地での資金前渡分として８０万円。

また、被災地から美幌町へ非難されてこられ

た方々で、美幌町の公営住宅等に入居された

世帯に対し、布団等の寝具等を購入する部分

として、１０世帯３０名分を見込み６０万円

を。さらに、支援物資等輸送のための梱包資

材として２万円の合計１７０万円でございま

す。

次の通信運搬費１０万円につきましては、

町民の皆様から御提供いただきました支援物

資の輸送料でございます。

次の機械等借上料の１０万円につきまして

は、美幌町へ避難され公営住宅等に入居され

た世帯へ、冷蔵庫あるいは洗濯機等の大きな

家電について借り上げ貸与するもので、１０

世帯分を予定しての計上でございます。

次の機械器具等の１５０万円につきまして

は、同様に、美幌町へ避難された公営住宅等

へ入居された世帯へ、石油ストーブ等の暖房

設備を購入する分で、これも１０世帯分計上

してございます。

次の負担金、美幌・津別広域事務組合負担

金の６６万１,０００円でございますが、こ

れは緊急消防援助隊北海道隊から石巻市への

消防職員の派遣要請を受け、救急隊員２名の

６泊７日分と、消防タンク車及び消防隊員５

名の６泊７日分の派遣費用として、総額９２

万１,０００円でございますが、このうち美

幌町分として６６万１,０００円を計上して

ございます。

一番下段になりますが、扶助費、生活一時

金扶助１００万円につきましては、美幌町へ

非難され公営住宅等へ入居された世帯に対

し、生活基盤の回復に要する生活物資等購入

に充てるため、生活一時金として１世帯当た

り１０万円を支給するもので、１０世帯を見

込み計上したものでございます。

それでは、１２２ページにお戻りいただき

たいと思います。

歳入のほうでございますが、財政調整基金

繰入金の増、８３４万８,０００円でござい

ます。これにつきましては、今回の補正に係

る財源について、財政調整基金に求めるもの
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でございます。

以上、御説明申し上げましたのでよろしく

お願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

２番大江さん。

○２番（大江道男君） 専決処分について

は、もちろん了としておりますが、予算の計

上、積み立て、積算の根拠はわかりました。

それで、４月５日に専決処分して既に１月

を経過しております。支援状況、あるいは派

遣、あるいは受け入れ及びその後、国や道か

らの当美幌町への要請、そういう状況につい

て、できるだけ詳しく御説明いただければあ

りがたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 総務主幹。

○総務主幹（高崎利明君） 今現在の美幌町

の被災者受け入れ状況についてでありますけ

れども、今現在、美幌町の公営住宅に入って

いる世帯は、４世帯１２名が避難しておりま

す。それ以外に、実家等に避難している世帯

につきましては、３世帯８名がいらっしゃい

ましたが、向こうの被災状況、断水とかが終

わったということで、今週までにすべて自宅

のほうに戻るというふうに聞いております。

受け入れ状況については以上でございまし

て、派遣状況についてでありますけれども、

派遣状況につきましては、全国の町村会のほ

うより一般事務の派遣要請がありましたけれ

ども、美幌町として短期間１カ月の派遣支援

ができるということで報告をしておりました

が、調整をした結果、派遣要請６７３名に対

しまして全国の町村から２,６００名余りの

派遣申し出があり、美幌町につきましては派

遣決定に至らなかったということで連絡を受

けているところでありますが、今後につきま

しても、必要に応じまして要請をするという

ことで聞いておりますので、その都度、要請

があった段階で考えていきたいというふうに

考えております。

それと、消防につきましては、石巻市のほ

うに４月１３日から１９日の間、救急隊員を

２名派遣しております。それと、４月２５日

から５月１日まで、消火隊員が５名というこ

とで、津別町も含んでおりますけれども、５

名が石巻市のほうに災害派遣に行っておりま

す。

以上でございます。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江さん。

○２番（大江道男君） ４月５日は専決とい

うことで、公の場所での議論が実はできな

い、自治法上の制約がありまして専決処分、

臨時議会での補正予算というふうに相ならな

い。そういう中で、美幌町の取り組みがなか

なか外に発信し切れないと、こんな状況で、

努力はされているかと思いますが、町民とし

てはなかなか美幌町の取り組みが見えない

と、そんな感じでいるわけで、そういう意味

で、専決処分の報告ではありますが、なお聞

かせていただければと思っています。

実は、４月の半ばに農林水産省が、福島原

発の放射能を浴びている牛などを中心としま

して、もちろん除染をした上で十分安全が確

保された牛をということだと思いますが、全

国に対してぜひ受け入れ先を探していると、

こういうメッセージが、美幌町の取り組みか

ら言えば３週間ほどおくれて政府が重い腰を

上げました。

美幌町といたしましては、峠牧場を保有し

ておりまして、たしか４月の頭の時点では職

員が若干人員整理を行ってはいるが、現体制

のもとで１５０頭程度は受け入れ可能である

と、こういう情報も政府筋に出されたものと

いうふうに思っておりますが、私はそういう

意味で、美幌町が農業の町としてこういう形

の貢献もできるのかなという期待を持ってお

りましたが、その部分を含めてなお補足があ

れば御説明いただければありがたいというふ

うに思います。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（平野浩司君） ただいま御質問

の件でございますけれども、峠牧場で被災牛

を預かってはどうかというお話がありまし

て、一応その検討を現在もしている状況でご
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ざいます。

４月の当初、お預かりする牛については、

今回の被災を受けた地域、それと、福島県の

放射能を浴びているところ、特定地域という

二つの分け方をしております。当初につきま

しては、どこの地区もそうなのですけれど

も、例えば姉妹提携をしているとか、日常的

に牛をお預かりしているとか、そういう関係

あるところの話がありまして、私どもとしま

しては、茨城県の小美玉市、茨城空港がある

ところなのですけれども、そこの美野里牧場

の牛を長年預かっておりました。そこに４月

１２日に連絡がつきましたので状況の確認

と、一応、町長の意向として、牧場で何かあ

ればお預かりする覚悟はありますよという通

知をしております。そこについては直接の被

災を受けていないということで、４月１１日

まで原乳の出荷はできなかったけれどもでき

たということと、現在については大きな被害

等もないので、その意向については今後検討

させていただきたいという状況で終わってお

ります。

それからもう１点、今、御質問の福島県内

の牛の原発の関連で問い合わせが、美幌町に

ついては具体的に来たのが、４月２２日に牧

場のほうへ来ております。その中において

は、基本的にはどこから来たかといいます

と、日本草地畜産種子協会ということで、そ

こでまとめて農水省に資料を渡して、それを

福島県に渡すという話でした。それで、そう

いう流れでは余りにも遅いのではないですか

というお話をさせていただいて、実は、福島

県の川俣町、今回の３０キロ圏内に一部入っ

ているところに私の友人が対策本部で対応を

しているということがあったもので、一応そ

この町長に、美幌町で対応する牛を受け入れ

る用意はあると、具体的にそういう事例があ

るのですかという問い合わせをさせていただ

いております。それにつきましては、最終的

には５月６日に連絡がありまして、一応、川

俣町の牛については地元で処理する、という

のは、地元で売り払いをするか、近隣で預

かってもらうかにして、一応、酪農家はすべ

て休止をしたいという連絡が来ております。

２０から３０キロ圏内の部分については具

体的な情報が得られなかったので、現在、農

水省と確認をやっているところですけれど

も、農水省としては、なかなかこちらまで牛

を連れてくる状況ではないのではないかとい

うことを言っておりまして、県外、言うなれ

ば３０キロを超えている部分についても、も

しそういう希望があれば情報をいただきたい

というふうにお伝えをしている状況でござい

ます。

一応、牧場の道及び国とのやりとりについ

ては、今、御報告した状況でございますの

で、御理解よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 総務主幹。

○総務主幹（高崎利明君） 済みません、先

ほどの答弁でちょっと漏れておりました部分

を説明させていただきます。

先ほどの支援状況の中で、避難者に対する

物資の部分の答弁が漏れておりましたので、

まず、町営住宅、道営住宅に入っております

４世帯分につきまして、先ほど説明しました

とおり生活一次資金、４世帯分４０万円を各

世帯に扶助しております。それ以外に、こち

らに入っております世帯に対しましては、ス

トーブを４台つけさせていただいたのと、冷

蔵庫、洗濯機につきましては、冷蔵庫は４

台、洗濯機は知人からもらえるのがあるとい

うことで３台、町のほうで用意しておりま

す。それから、町のほうで予定しておりまし

た布団につきましては、町民からの支援があ

りまして、そちらのほうで対応しましたの

で、町のほうでは購入しないで町民から、今

回、布団以外にもいろいろな、電子レンジだ

とかたんす、食器類も提供を受けたものをそ

のまま支援させていただいております。

それ以外に、こちらの専決の予算ではあり

ませんけれども、町のほうとしましては被災

地に、毛布２００枚、マスク１万枚、タオル

１,０００枚を先に発送した後、町独自で町

民に呼びかけました、タオル、バスタオルの
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部分につきましては、３１名の町民の方から

支援を受けまして、総数で１,５５９枚のタ

オル、バスタオルを町のほうに届けていただ

いたということになっておりますので、よろ

しくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、承認第６号専決処分の承認につ

いてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本件は、承認することに賛成の方は起立願

います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本件は承認することに決定い

たしました。

─────────────────────

◎会議時間延長の議決

○議長（古舘繁夫君） お諮りします。

もはや４時近くになりましたが、あらかじ

め会議時間の延長をしたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、あらかじめ会議時間の延長を

することに決定いたしました。

─────────────────────

◎日程第１７ 承認第７号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１７ 承認第

７号専決処分の承認についてを議題といたし

ます。

直ちに提出者の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（浅野俊伸君） それでは、議案

の１２６ページをお開きいただきたいと思い

ます。

承認第７号専決処分の承認について。

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので報告し、

承認を求めるということで、次の１２７ペー

ジをお開きいただきたいと思います。

専決処分書。

美幌町議会の政務調査費の交付に関する条

例適用のため急を要するので、地方自治法第

１７９条第１項の規定により、次のとおり専

決処分する。

平成２３年４月２８日、美幌町長土谷耕

治。

記以下につきましては、次の１２８ページ

から御説明申し上げます。

平成２３年度美幌町一般会計補正予算（第

２号）について御説明申し上げます。

平成２３年度美幌町の一般会計補正予算

（第２号）は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ３０８万円を追加し、歳入歳出それぞ

れ１０３億３,５８０万８,０００円とする。

第２項につきましては、事項別明細で御説

明申し上げます。

それでは、１３８ページをお開きいただき

たいと思います。

議会運営費の増、交付金、政務調査費交付

金３０８万円の増でございますが、ことし１

月の臨時議会におきまして可決されました政

務調査費の交付に関する条例について、施行

日が５月１日であることから、今回、補正を

させていただくものでございます。

中身につきましては、議員１人当たり月額

２万円で、５月から来年の３月分までの１１

カ月分を計上したものでございます。

それでは、１３６ページにお戻りいただき

たいと思います。

財政調整基金繰入金の増、３０８万円でご

ざいますが、今回の政務調査費交付金に係る

財源として、財政調整基金に求めるものでご

ざいます。

以上、御説明申し上げましたのでよろしく

お願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。
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７番上杉さん。

○７番（上杉晃央君） 今回の専決処分によ

る補正予算でございますけれども、当初予算

に盛り込まないで４月２８日の専決というこ

とで相当期間がございました。この間、私ど

もを含めまして、統一自治体選挙、町議選挙

がありまして、選挙結果の中で落選された現

職の候補の方でも、この条例の制定過程の中

で政務調査費について時期尚早ではないかと

いうようなお考えを持たれていたやにも漏れ

伝わって聞いておりますし、また、政務調査

費に明らかに反対、あるいは議員報酬削減を

有権者に強く訴えておられた２人の候補の

方、落選はしておりますけれども得票数はお

二人合わせて６８２票ということもありまし

て、これは有権者の一定の大きな意思とも読

み取れると思いますけれども、町長、これら

の選挙結果を含めて、どのように踏まえて、

今回、専決処分をされたのかについてお答え

いただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 上杉議員の質問にお

答えをしたいと思いますけれども、政務調査

費については、この１月の臨時会で議会の中

で全会一致という形で条例が制定されたと。

予算を伴う条例の制定ができ上がったという

ことになれば、過去の事例判例を見ますと、

これは予算措置をしなければいけないという

ことも踏まえながら、私が予算編成権を持

ち、そして予算の提案権を持つということで

ありますから、条例ができ上がって私が提案

するということになれば、私にも当然、町民

の皆さんに向かって説明責任が発生すると

思っておりますので、このことを私は重く受

けとめてきました。

途中経過でいろいろありました。議会全会

一致で決めた中で、一部の議員さんについて

は、例えば私は使わないとかということで、

提案者、編成権を持つ私としては非常にとま

どいを持ったところであります。そして、こ

の施行日が５月１日ということは、第１６次

の議員の皆さんが決定したことを、１７次の

新しい議会体制の中の議員さんに向かって予

算が使えるという状況をどうとらまえるかと

いうことで、私も悩みました。その中で、５

月１日施行ということは、当然、町政のスケ

ジュールの中には間に町議会選挙、町長選挙

を含めて統一地方選挙があるということを、

既に予定として組まれている中で５月１日が

スタートだということは、間の町長選挙、町

議選挙の結果も、これはやはり民意を反映す

る大きな判断になるという思いを持っており

ました。

そんな中で、今、議員おっしゃるとおり、

選挙戦の中で、私は３月の予算を議会の中

で、大江議員の一般質問、あるいは予算の逐

条の質問の中でも答弁をさせていただきまし

たけれども、ぜひとも現職の議員の皆さんは

選挙戦の中でこのことをしっかり町民の皆さ

んに訴えていただきたいという思いもちょっ

と述べさせていただきました。そうした結

果、新人の方を含めて３名の方が政務調査

費、あるいは議員報酬について、一定の公約

を掲げて選挙をされたという中でお一人の方

が当選されてきたということで、新人の方が

そのほかに４人、そして元職の方が１人と、

５人の方がこの政務調査費の決定過程に参加

されていない方がいるということであります

ので、１４名ですので、大体３５％の方がこ

の決定に関与されていないということであり

ますから、私も１月以降、町民の皆さんか

ら、政務調査費については大きな疑問があ

り、大変厳しい声を実は聞いてきました。そ

んな中で、町議選挙も含めて、私はいろいろ

悩んできましたけれども、美幌町にとって

は、この政務調査費も大きな問題であります

が、これ以外にも課題として、先に進む上で

解決しなければいけない課題がたくさんあり

ます。このことを焦点に、町政がとまるとい

うそういう混乱は、私の中ではこれも避けて

いきたいという思いもございました。

そんなことを総合的に判断をさせていただ

いて、ここは予算を計上させていただいて、

新しい方も含めて新体制の中で、使う方、使
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われない方はいるかもしれませんけれども、

そういった中で論議をして、改めるに遅い時

期ということはないと思っておりますので、

ぜひとも新しい体制の中でも、条例ができ予

算が計上されたということでありますから、

ぜひとも論議を深めていただければという思

いで私は今回計上をさせていただきました。

そのぎりぎりの判断が４月２８日であったと

いうことで、議会を開催するいとまがなかっ

たということで、専決処分で予算を計上させ

ていただいたという経過でございます。

○議長（古舘繁夫君） １０番宗像さん。

○１０番（宗像密琇君） ただいまの説明で

十分わかったのですが、私も選挙戦の中で相

当いろいろ言われました。それで、最近に

なってから、この基本条例というものをずっ

と読んでみたのですが、これは町長、基本条

例を読みますと、もうちょっと町民とのコン

センサスがあってもよかったのではないかな

と。私は、まるっきり反対ではありません。

しかしながら、私が以前いた４年前のときに

は、時期尚早ということで見送った経緯があ

ります。それには、やはりまだ成熟していな

い中身の中で、これをやっていいのだろうか

というのが一つ疑問にありました。

今議会も新しい議会になって、皆さんと

きょうも含めて二、三回、いろいろなお話を

させてもらった中で、我々はこれから新しい

議会に向かって変わっていかなくてはならな

いなと。それで、この基本条例をしっかり

守って頑張っていこうという皆さんのいろい

ろな意見がありました。それを聞いていて、

やはり、今、町長の言われているように、も

うちょっと時間をかけた中で、これを進めて

いく中で、この条例の中にも書かれているよ

うに、住民との対話をすることによって、こ

れから地方自治の中でも、議会の仕事の分野

でも相当の量がふえてくるというものを考え

たら、必要なものかなとは思っていますけれ

ども、やはりここは住民ときちんとした折り

合いがついていないと、また誤解が生じてい

るものがかなりあると思われますので、その

辺も含めて時間をかけて、長くとは言わなく

ても、この基本条例が少し走り出すまで、状

況を見てという考えはあったのかなかったの

か、その辺ちょっとお伺いしたいしたいなと

思いますけれども。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今おっしゃるよう

に、やはり私もいろいろな機会でこのことに

ついてお尋ねもありました。そんな中で、本

当に大変厳しい声を受けましたけれども、そ

ういう声はあっても、正当な過程を踏んで議

決された条例というものは、一方では、私は

今盛んに話題になっている二元代表制の大き

な議会の持つ権限の一つでもあります、提案

して議決するというのは。そこは尊重しなけ

ればいけないという立場もありますし、今

回、つけないことでこの議論ができなくなっ

たり、条例だけ残って予算がつかないという

混乱状態は避けたいという思いでありまし

た。

それで、今回つけさせていただいて、その

上で報酬を含めて政務調査費をどうするかと

いうことを、新たな方も含まれた体制の中

で、私の気持ちとしては論議を多いにしてい

ただければなと。予算ができ上がっておりま

すので、使う方についてはしっかりと使って

町民の皆さんに明らかにしていただければ

と、そんな思いで計上させていただきまし

た。

もちろん多くの町民の皆さんに、僕も説明

責任あります。それは予算編成権と提案権に

基づく説明責任でありますし、議会の皆さん

は表決権というものに対する説明責任は当然

あるのではないかなと思っております。

これ以上、議会のことについては私は口を

挟めませんのであれですけれども、私自身に

町民の皆さんに対して少ないということであ

れば、今後ますますこの町に軸足を置いてと

いうことを訴えておりますので、しっかりと

住民の皆さんと話はしていきたいと、そんな

ふうに思っております。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑ありませ
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んか。

２番大江さん。

○２番（大江道男君） ４月２８日の専決処

分ということについてお聞きしたいと思いま

す。

第１６次の任期は４月３０日までありまし

て、しかも５月１日施行ということで効力を

発すると。私は、条例と予算とが乖離すると

いうことになると、それ自体がひとり歩きを

いたしますので、５月１日施行日に予算がつ

かないということは、これは予算執行権者の

町長に、どういう理由があったとしても条例

違反という形になるので、それは避けていた

だきたいという思いを強く持っておりまし

た。

結果的に、４月中に専決処分という形では

ありましたが、予算が措置されたということ

については安堵している者の一人でありま

す。

そこでお伺いいたしますが、実は全道各地

で、今回の東日本大震災で臨時議会を開くに

開かれないと、そういう大変な苦い思いを

持っておりますが、例えば管内では佐呂間町

が１９日、あるいは根室市がもっと早かった

と思いますが、臨時議会を開いて決めるべき

もの、公式に議論すべきものについては、自

治法の縛りは縛りとしてあるが、公の場所で

きちんとやるということで、現に臨時議会を

開いております。

私といたしましては、本来、専決処分すべ

きものではなかったというふうに思っていま

す。そういう苦い思いをしておりますが、美

幌町としてどうしても４月中に専決処分をし

なければならなかったのか。努力によって臨

時議会を開くことができなかったのかと、こ

の点を確認したいというのが１点です。

もう一つは、そもそも大震災のように、美

幌町は専決処分第６号で８００万円を超える

４月５日の専決処分の補正予算措置をしてお

りますが、これも本来であれば堂々と臨時議

会を開いてやるべきだというふうに思うので

す。しかし、それができない状況にあるとい

う点で、改めて行政による専決処分ではなく

て、議会も行政もともに四つに組んだ中で、

必要なときに臨時議会がいつでも開けるとい

うようなことを美幌町として発信をすべきで

はないかと、そう思うのですが、その部分に

限って御質問をいたします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 基本的には、やはり

専決処分というのは例外中の例外だと。大江

さんと同じ判断を私はしております。そんな

中で、条例と予算が別々というのは全くおか

しいというのは、それも私は同じ考え方であ

ります。これは前期の議会の話になりますか

ら言っていいのかわかりませんけれども、や

はり条例を決めるときに編成権を持ってい

る、提案権を持っている、理事者とその辺の

詰めができなかったことを悔やんでいるとこ

ろなのですけれども、予算を伴う条例の提案

については、そこはしっかり、これは自治法

の決めでは書いてないかもしれませんけれど

も、その趣旨をいくと、やはりそこが紳士的

なルールの中で同時提案というのが望ましい

というのは、それは大江議員と私、同じ気持

ちでおります。

ただ、条例が決められた中で、私も相当こ

のことについては先ほど来言っておりますよ

うに、予算の計上については悩みました。そ

んな中で、当初予算では計上せず、そして選

挙戦が終わり、ぎりぎりまで判断して４月２

８日の専決になったということでございま

す。

専決処分については、当然議会の関与が後

になるということで、議会の権限を奪うよう

な結果になってしまっているかもしれません

けれども、ただ、もう条例ができ上がってい

るということでありますので、つけないこと

の混乱の回避をしたいということで、最終的

に４月２８日の専決という方法をとらせてい

ただいたということであります。

予算編成権と提案権を持つ町長の悩みも、

多少、御理解をいただければと、そんなふう

に思っております。ぎりぎりの判断だという
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ことでございますので、御理解をいただきた

いと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 臨時会を開けなかっ

たのかと、隣の町は１９日とかということが

ありましたということでありましたけれど

も、先ほど言っていますように、そういう方

法もあったのかもしれません。ただ、ぎりぎ

りまでの判断がかかってしまったということ

でありますので、この責めは私が受けなけれ

ばいけないというようなことだろうと思いま

すけれども、ぎりぎりの判断で２８日になっ

てしまって、開催が難しかったという判断を

したということで、専決という方法をとらせ

ていただきました。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江さん。

○２番（大江道男君） 補足も含めて聞かせ

ていただければと思っております。

数百年に一度の東日本大震災であります。

被災地だけではなくて、全国が被災地と、あ

るいは被災者と心を一つにして支援をしてい

こうというときに、実は臨時議会が開かれな

い要素、開けられない特殊な、年度末、会計

処理未確定ということで、現在で言えば、平

成２２年度決算に係っては、次年度に開かれ

る最初の議会で報告をしなければならない

と。ところが、報告ができないという状況の

もとで公の議会が開くに開かれないというこ

とで、町長、あるいは私ども公職にある議員

も、ともに非常に歯がゆい思いを、時間を共

有したわけです。

このことについては、多分、自治法が想定

していなかった事態なのだろうというふうに

思いますので、その部分も含めて、テクニッ

ク的に開けられないというような状況の背景

にある問題について、私はあえてこの際、美

幌町がたまたま案件もあったということと、

何よりも８３０万円余りの堂々と臨時議会で

議論をしなければならない、あるいは、町民

に報告しなければならない案件そのものが専

決処分せざるを得なかったということを踏ま

えて、ぜひ補足の御答弁をいただければとい

うふうに思っています。

なお、先ほど町長は、みずから予算編成

権、提案権と執行者としての非常に苦しい板

挟みをわかってもらいたいというお話があり

ました。私自身も当事者の一人として、この

ことについては町長の御期待どおり、何ゆえ

に報酬を削って政務調査費をつけたか、自治

基本条例が目指すものは一体何か、全国町村

議長会が、今、何ゆえに議会改革を求めてい

るか、このことについては丁寧に御説明をい

たしました。しかし、十分御理解いただいた

かどうかは私は承知しておりませんが、そう

いう意味で洗礼を受けた一人であります。

今後とも、みずから判断したものについて

は、きちんと説明責任を果たしていきたいと

いうふうに思っております。これは質問であ

りますので、そのことだけ申し上げて、私の

態度については追って御説明させていただき

たいというふうに思っております。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 大江議員、最初の質

問の意味ちょっとわかりにくかったのですけ

れども、ただ、今回の専決処分が南のほうの

ところで行われているような、乱発をして何

か議会の論議を封じ込めるような、そういう

つもりで専決をさせていただいたということ

ではなくて、むしろ前向きに考えて今回こう

いう方法をとらせていただいたということで

ありますので、そのことをまずは御理解いた

だきたいなと思います。

洗礼を受けたかどうかは、票がどうなった

かということで私が判断できることはありま

せんけれども、ただ、私自身は相当住民の皆

さんからも厳しいおしかりも受けましたし、

厳しい御指摘も受けたというのは事実であり

ます。その声のほとんどは、やはり厳しい状

況にあったということだけは私は受けとめ

て、今回こういう方法をとらせていただいた

ということであります。

大江議員、１回目の質問、内容がよく理解

できなかったところがありました。申しわけ

ございません。
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○議長（古舘繁夫君） 副町長。

○副議長（染谷 良君） 政務調査費のこと

と混同しているので、それとは分けてという

ことでのお尋ねだったと思います。

制度的に直近の議会で専決のものは報告を

するという決まりでありますので、ただ、そ

れが会計処理上のことで、なかなか議会を開

くに至らないということの理由としては、い

ささかおかしいのではないかということだと

思います。まさにそのとおりだと我々も思っ

ていますし、今後、極力正規の場で議論でき

るようなスタイルを可能な限り求めていきた

いと、このように考えておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） １２番吉住さん。

○１２番（吉住博幸君） 議長、私の今お聞

きすることが逸脱であれば御注意してくださ

い。

今回の専決処分に当たって、言葉じりをつ

かまえるわけではないのですが、苦しまれた

ということも聞いております。心持ちとして

はそのとおりだと思っているところでありま

すが、あえて一つだけ確認をさせてくださ

い。

実は、私は基本条例が４月１日から施行に

なって、むしろ喜んでいるところです。議員

としての仕事が明確になったなと、堂々と町

民に対しても自分の仕事はこういうものだ、

議員としてこうあるべきだ。実は、私自身は

喜んでいるところです。

その中で、議員提案もどんどんやりなさい

というふうな文言として、私は受けとめるべ

き、議会に関して、あります。そういうとこ

ろの基本条例をつくった座長というか、トッ

プは、まさしく町長みずからだったと私は

思っているところであります。そういう意味

で、私は、みずからやるべき議会の仕事とい

う位置づけを町長みずから我々に与えてくだ

さって、そういう中で予算編成権はもちろん

町長にありますけれども、そこは打ち合わせ

の中でというよりも、むしろ議決されること

に対して速やかに反応すべきだったのではな

いかという意見を持っているのですよ。そこ

ら辺、思われるところがございましたらお聞

かせ願いたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） ちょっと事実誤認さ

れていると思います。

この自治基本条例は、たまたま私が委員長

でありましたけれども、町長、そして一般の

町民の方、そして議会、そして職員の中から

選ばれた３５人の委員をもってつくり上げた

ものですから、私がつくり上げたということ

ではないことだけは御理解いただきたい。私

がすべて決めたわけでもありません。もちろ

ん議会の皆さんの代表の５人の方も参画した

中でこの基本条例はでき上がったということ

でありますから、その辺の御理解はしていた

だきたい。

もちろん議会の皆さんも議案の提案権を

持っておられます。特に、予算を伴う条例制

定については、自治法上は多分何も書かれて

いないと思います。ただ、自治法が想定して

いるのは、予算を伴うものについては、予算

編成権を持っている町長に義務を課すから、

そこはお互い協議して同時提案が一番望まし

いのではないでしょうかというのが基本的な

考え方だと思っておりますので、その辺は、

私はすぐつけなければいけないということ

は、それはもう十分にわかっております。た

だ、願わくば条例制定と同時に予算もつける

のが当たり前だということであれば、そのと

きの協議をしっかり僕らはすべきだったのだ

ろうなと。それはもう非常に反省しています

ので、そのことに戻れば反省点もありますけ

れども、基本的には予算を伴う条例、提案権

が議会議員の提案によるのであれば、ぜひと

も今後については私どもにお聞かせしていた

だいて、私どもと一緒に同時提案できるよう

な方法をぜひともとっていただきたいと、そ

んなふうに思っております。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕



－ 29 －

○議長（古舘繁夫君） これで質疑を終わり

ます。

暫時休憩をいたします。再開は４時３５分

といたします。

午後 ４時１４分 休憩

────────────────

午後 ４時３５分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

これから、討論を行います。

まず、原案に反対者の発言を許します。

１番新鞍峯雄さん、登壇願います。

○１番（新鞍峯雄君）〔登壇〕 専決処分第

７号について、私は反対する立場から意見を

述べさせていただきます。

私は、昨年の４月から約１年以上、有権者

の２割ちょっとに当たります３,６００名の

町民の皆さんの生の声を聞いてまいりまし

た。いろいろな意見、要望の中でも、この政

務調査費に関しては、ほとんどの有権者の皆

さんがノーという答えでありました。このこ

とは、今回、当選されました１３名の皆さん

も、多少なりとも先ほど来、町長が何回も

おっしゃっていました。本当にこの政務調査

費に関しては厳しい意見が多かったと。

よって、私は、やはり議員の基本でありま

す有権者の意見を尊重する、この立場をしっ

かりと踏まえて、この政務調査費の支給に関

する提案に対しては反対の立場をとるもので

あります。

以上、皆さんの御理解をいただいて、反対

の討論とさせていただきます。

以上で、私の発言を終わります。ありがと

うございます。

○議長（古舘繁夫君） 次に、原案に賛成者

の発言を許します。

２番大江道男さん、登壇願います。

○２番（大江道男君）〔登壇〕 承認第７号

美幌町議会の政務調査費の交付に関する補正

予算の専決処分に賛成の立場から、私は討論

いたします。

今回の専決処分は、本年５月１日施行され

た美幌町議会の政務調査費の交付に関する条

例に必要な３０８万円を施行日に間に合わせ

るために、専決により予算計上したものであ

ります。

賛成理由の第一は、専決処分が本年４月２

８日、かろうじてではありますが条例施行日

に予算計上が間に合ったという点でありま

す。そもそも美幌町議会の政務調査費の交付

に関する条例は、本年１月１４日開催の平成

２３年第１回臨時議会で全会一致議決されて

おり、本来ならば、平成２３年度当初に予算

計上されるべきものであります。専決処分に

よる予算計上自体がおくれていると言わざる

を得ないものであります。

しかし、４月中の予算計上によって、町長

みずからが条例違反行為を行うとの異常事態

をぎりぎりで回避できたことは、美幌町政の

円滑化にとっては好ましい措置であったと考

えるものであります。

賛成理由の第２は、政務調査費は地方自治

法第１００条第１３項の規定に基づき、議員

の調査研究に資するため必要な経費の一部と

して交付されるものであり、２０００年の地

方分権改革によって役割が高まった自治体、

議会の活性化を図ることをそもそもの目的に

導入されたものであります。その使い道につ

いても調査研究費、研修費、資料作成費、資

料購入費、広報広聴費などなど、まさに議員

活動の活性化以外には使い道のないものであ

ります。

しかも、当美幌町議会にあっては、この

間、議会みずから大幅な議員定数削減を行

い、議会費総額の大幅な削減努力は、平成９

年度対比約４割に達すると、そういう大幅な

削減努力を行った上で、今回の政務調査費の

計上に当たっても、政務調査費の上乗せを行

わず、逆にそれを上回る報酬を削って政務調

査費に充てる手だてを講じており、お手盛り

との批判は全く当たらないものであります。

２０００年の地方分権改革を受けて、美幌

町も３年余りの歳月を費やして、この４月か

ら町民が主体の新しい自治基本条例に基づく
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まちづくりがスタートいたしました。このま

ちづくりを行政とともに担う議会が、二元代

表制の一翼を立派に果たすことができるかど

うか、今、美幌町議会が試されているわけで

あります。この政務調査費が、必ずや町民に

開かれた議会、活発な議会の活性剤としての

役割を果たすことを私は期待するものであり

ます。

以上の理由から、政務調査費の予算計上に

関する専決処分の承認に対する賛成の立場か

らの討論といたします。

○議長（古舘繁夫君） これで、討論を終わ

ります。

これから、承認第７号専決処分の承認につ

いてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本件は、承認することに賛成の方は起立願

います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本件は承認することに決定い

たしました。

─────────────────────

◎日程第１８ 同意第２号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１８ 同意第

２号監査委員の選任についてを議題といたし

ます。

直ちに提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（土谷耕治君） 同意第２号監査委員

の選任について御説明を申し上げます。

本町監査委員平野茂夫氏は、平成２３年４

月３０日をもって任期満了となったので、次

の者の選任をいたしたく、地方自治法第１９

６条第１項の規定により、議会の同意を求め

るものでございます。

記。

議会議員のうちから選任する者。

住所、美幌町字東１条北２丁目８番地。氏

名、宗像密琇氏。生年月日、昭和２０年１０

月２日生まれでございます。

以上、御説明を申し上げました。よろしく

お願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、同意第２号監査委員の選任につ

いてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本件は、提案のとおり同意することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本件は提案のとおり同意する

ことに決定いたしました。

─────────────────────

◎日程第１９ 議案第３５号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１９ 議案第

３５号平成２３年度美幌町一般会計補正予算

（第３号）についてを議題といたします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（浅野俊伸君） それでは、議案

の１４０ページをお開きいただきたいと思い

ます。

議案第３５号平成２３年度美幌町一般会計

補正予算（第３号）について御説明申し上げ

ます。

平成２３年度美幌町の一般会計補正予算

（第３号）は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ１億３,１３６万４,０００円を追加

し、歳入歳出それぞれ１０４億６,７１７万

２,０００円とする。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明申し上げますので、１５０ページをお開

きいただきたいと思います。

まず、歳出でございますが、議会運営費の

増、議員共済費等の２,９０３万円の増でご

ざいます。これは地方議会議員年金制度につ

きまして、本年３月１１日に地方公務員等共

済組合法の一部を改正する法律案が閣議決定
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され、本年６月１日をもって廃止されること

になりました。これは、国の施策で進められ

た平成の大合併により、制度の担い手になる

議員の急激な減少と年金受給者の大幅な増加

によるものと言われてございます。

本年金制度は、もともと全国の現職議員と

地方公共団体が支える仕組みでありますが、

平成２３年６月に市町村議会議員共済会の積

立金が枯渇することが確実となり、過去の債

務の支払いに必要な費用の財源は、毎年度、

現職議員の標準報酬月額に応じて、各地方公

共団体が公費で負担することとなってござい

ます。

今年度につきましては、４、５月分は現行

制度によります議会議員の標準月額報酬に１

００分の１６.５を乗じた額を、６月以降に

つきましては、議会議員の標準報酬月額に１

００分の１０２.９を乗じて得た額を地方公

共団体が負担することになったため、今回、

総額で２,９０３万円を増額補正するもので

ございます。

次の補助金、住宅リフォーム促進補助金

２,２００万円の増額補正でございますが、

これは当初予算において３０件分の１,５０

０万円の補助金を見込み計上いたしたところ

でございますが、申し込みを受けた結果、１

０７件、工事費で３億１,１０８万３,０００

円の申請があったことから、今回、申請のあ

りました工事費に対する補助金として２,２

００万円の増額補正をいただこうとするもの

でございます。

一番下段のスポーツ振興事業費の増、積立

金８,０３３万４,０００円の増でございます

が、これはパークゴルフ場及び室内ゲート

ボール場施設整備基金の積立金でございまし

て、このうち８,０００万円につきまして

は、前年度の決算状況及び財政状況を勘案し

まして積み立てしようとするものでありま

す。また、３３万４,０００円につきまして

は、この基金の利子の増に伴う積立額でござ

います。

この結果、パークゴルフ場の室内ゲート

ボール場施設整備基金の年度末残高は１億７

６０万円となる見込みでございます。

それでは、１４８ページにお戻りいただき

たいと思います。

パークゴルフ場及び室内ゲートボール場施

設整備基金利子の増３３万４,０００円でご

ざいますが、今回の補正により積み立ていた

します基金の利息分を見込んでの計上でござ

います。

次の財政調整基金繰入金の増、１億３,１

０３万円につきましては、今回の補正に伴う

財源を財政調整基金に求めるものでございま

す。

この結果、今年度末の財政調整基金の残高

は６億５,３５７万７,０００円となる見込み

でございます。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

６番松浦さん。

○６番（松浦和浩君） まず、確認というこ

となのですけれども、今御説明ありました議

会費２,９０３万円の数字をお聞きしたので

すけれども、後ほどまた改めて、今の計算式

だとか資料が欲しいという気持ちもあります

けれども、まず確認をとりたいのは、この

２,９０３万円、これが今後また発生してい

くのか、次年度以降どうなるのか、これをも

う一度詳しく説明してもらいたい。

この財源については、当然、美幌町で言う

ところの一般財源、要するに交付税措置がさ

れないのかなと。今後、町の持ち出しだとい

うことの確認をしていいのかどうかというこ

とです。

次の住宅総務費の補正分２,２００万円、

これについて３月議会前に美幌町の新しい経

済政策ということで、１,５００万円という

ことで、多分、申し込みが多く殺到したのか

なと思っていますけれども、現在、この申し

込み件数、金額がどのくらいまでいってこの

補正に至ったのか。それと、申請を上げてい
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る業者というのはどのくらいの件数になった

のか。また、この補正に絡んで、この政策の

中で、地元の業者が地元から物を買う購入率

だとか、そういう率についてどのくらいの推

移まで確認がとれているのかお願いします。

続きまして、保健体育費、スポーツ振興費

の８,０３３万４,０００円、合計で１億円を

基金が超えたということなのですけれども、

実際、３億円ぐらいかかるのではなかろうか

という町長当選後の中身、話の中ではいい数

字が来たとなると、パークゴルフ場について

は早期建設が可能になってきたのかなと。私

も、前町長からパークゴルフ場については多

くの方から意見が出ているということで、私

も早期建設についてはどんどん提案してもら

いたいなと思っていますが、どのくらいの時

期が可能になったのか。また、農用地ではな

く遊休の土地の物色はどこまでいっているの

か、そういうふうな部分も何かあればお聞か

せ願いたい。

それと、最後にこの補正について町長に再

度聞きたいのは、現在、東日本大震災におい

て、美幌町の各業者、受注・発注、要するに

仕事がほぼなくなったような業者を私も数多

く知っています。そういうところに対して、

今、国、道のほうでは、東日本、要するに東

北地方の業者に対しての支援策が動いていま

すけれども、我が北海道はまだ動いておら

ず、金融対策についてもこれからとなります

と、６月、７月の手形決裁が間に合わないと

いう状況が出るのかなと。

これについては、多分、お調べになればわ

かりますけれども、知床、斜里、観光関係の

地域については相当影響が出るのではなかろ

うかという状況かなと、そういうふうに僕は

確認していますけれども、そうなりますと、

我が町、美幌町の業者、働いている人方。要

するに、ホテルも休館になったりとか、その

方々の対策が、もう既に打ち始まらないとい

けないと。もう５月ですから。国の対策がい

つになるかわからない状況でいきますと、我

が町のこれから大変になる方々の対策が、多

くのお金がかかるのかなということを考えれ

ば、このようなお金が、美幌町の財源措置が

あるのであれば、その対策がいつ町長の口か

ら出てくるのか。また、そういう調査、報告

が議員団も含めてどうするのか、町としてど

うするのか、その方向を今回の臨時会で町長

の口から出ることを期待したのですけれど

も、いまだに出ていないものですから、それ

も重ねて、予算と対策費について町長の考え

があれば、ぜひお聞かせ願います。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（浅野俊伸君） まず、議員年金

の関係でございますが、これは私どもが通知

を受けている中には、今後、平成７０年まで

は続くだろうという試算をされてございま

す。

それで、議員の皆さんが、今後６０年間か

かるわけでございますが、公費負担に関しま

しては、一時金を選択した場合は１兆１,６

００億円、それから公費負担が、一方的に年

金受給を選択した場合は１兆３,６００億円

が必要であるということで、全体の流れとし

てはそういう通知を受けておりますけれど

も、美幌町の部分で計算しますと、率が示さ

れた額で、先ほど説明申し上げましたように

１００分の１０２.９で試算しますと、今回

の２,９００万円ほど増額になるということ

になってございます。

当初予算で６６０万円ほど計上させていた

だいておりますが、４、５月分につきまして

は１１０万円ほど、それから６月期につきま

しては１０分の５をお支払いしていただきた

いという通知でございますので約１,７２８

万７,０００円、それから８月と１１月がそ

れぞれ１０分の２ずつということで６９１万

４,０００円ずつ、２月に１０分の１という

ことで３４０万円ほど、合計で２,９０３万

円ということになってございます。

共済組合の事務も、当然、支払い事務が残

るということで、想定では平成７０年までそ

ういった事務費の負担も求められるという通

知が来ている状況になってございます。
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交付税措置につきましては、ただいま総務

省のほうで地財計画の中にもこれを含んでい

るということでございますが、全国市長会の

中では交付税が不交付団体も含まれていると

いうことで、そういった要望も出されている

ようでございますが、具体的な通知内容につ

いては、まだ私どものほうには流れてきてお

りませんので、わかった段階でまたお知らせ

したいと思いますので、よろしくお願いいた

します。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 住宅リ

フォームの助成事業の内容について御説明申

し上げます。

申し込み期間は４月１日から２２日という

ことで、先ほども総務部長が言いましたけれ

ども１０７件の申し込みがありまして、総工

事費で３億１,１０８万３,０００円という形

の部分で、補助額は申請受け付けの部分で

３,６８６万円というふうになっておりま

す。

それで、当初予算の１,５００万円の中

で、抽せんで４１件ということで決めました

けれども、登録業者は町内業者でございまし

て、３７業者うち法人が２７社、個人で経営

されていますのが１０社ということでござい

ます。工事受け付け状況でいきますと、法人

が８１件、個人の部分が２０件、未定が４件

という工事内容です。

重複しますけれども、具体的な工事内容な

のですけれども、一番多いのが外壁屋根塗装

の３８件、水回り改修の３６件、電化工事２

７件、窓・玄関ドア２０件という形の部分で

それぞれの工事になっております。

先ほど言いました、地元にどれだけ落ちる

のか、資材等を含めて、登録業者につきまし

ては町内ですので、資材とか、または下請と

かいろいろな形の部分でどうなるのかという

のは、今後、通知した後、申し込みを受けた

中でより正確に出てくると。今の段階では、

業者さん自体は美幌町内でございますので、

どういう形になるのかという分析につきまし

ては、今ちょっとわかりませんのでよろしく

お願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） パークゴルフ場の整

備についてでありますけれども、今回、お認

めをいただければ、１億を超える基金を持つ

ということでございます。

何回かこの議場の中でも御質問をいただい

て、大体、事業費で言うと３億８,０００万

円から４億円ぐらいが、大体、この近隣で５

４ホール整備している事業費になっていると

いうことでありますから、今回、お認めいた

だくと約２５％ぐらいの基金の達成率という

ことでありますので、これからは事業手法、

とりわけ財源をどこから調達してくるかとい

うことがありますので、早期にこれは、財源

を含めまして、規模、場所、これらの具体化

を目指していける状況になりつつあるという

ことであります。

私、２期目のいろいろな訴えの中に、もち

ろんパークゴルフ場の整備、そして室内ゲー

トボール場の整備ということを掲げておりま

すので、１期目については条例をつくって将

来の整備に向けて基金を積み立てるというこ

とをやってきましたので、２期目はまさに整

備に向けての歩みということでありますの

で、スピード感を持って極力早く、４年以内

なんていう話ではなくて、極力早く実現でき

るように取り組んでまいりたいと、そんな思

いでございます。

それから、今回の震災の影響によって仕事

がなくなる、あるいは影響を受けている経営

者、あるいは働く方々もそうだと思いますけ

れども、先ほど来ちょっと議論になっており

ますけれども、復旧、復興、これに向けての

支援が中心になっておりますので、情報収集

を含めて、既存の私どもの持っている融資の

制度を使いながら、新たに何ができるかとい

うことについても検討していかなければいけ

ないと、そんなふうに思っております。

今直ちにどうするという具体案は、今のと

ころまだ持ち合わせておりませんけれども、
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まず既存の制度を使って対応して、それで対

応し切れない部分については、議会の皆さん

と相談しながらいい形に、支援ができる形に

していかなければいけないと、そんな思いで

おります。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦さん。

○６番（松浦和浩君） まず、１点目の年金

に及ぶ分なのですけれども、私もまさかこれ

だけ町の負担金がふえるとは予想しなかった

とはっきり言います。ただ、これが今後続く

のであれば、毎年予想していない２,０００

万円近くが町の財政から動くとなると、次年

度以降の予算についてもまた大きく変わるの

かと。ことしはたまたまお金を出せたのかな

となりますと、意外と議会費という形での計

上が、下がったつもりがまた上がるというこ

とになりますので、多くの方々にこの部分の

説明をきちんとすべきかなということ。これ

は国のほうで決める問題ですから、我々も大

分反対はしましたけれども、これ以上解決が

できないというのはわかっています。

この部分については、さっき言ったとお

り、今後の予算の中でいろいろ確認しなけれ

ばいけないのかなと思っておりますけれど

も、住宅リフォームについて、今、若干細か

い数字を聞いて、地元業者の地元の購入率、

これについてはせっかくこういう施策なもの

ですから、極力地元が地元を介して物を買う

だとかという部分に、もう少しチェックの目

を向けるべきかなと。それを再度確認したい

です。

それと、この数字が、たまたま３月議会前

に売買が発生した美幌町の給食センターの裏

地の土地売買価格に似ているなと。それに似

ているわけではないのですけれども、売買し

たお金の今後の方針について、たしかあのと

きはもう一人、吉住議員も資金使途を明確に

すべきではないかということを言っていまし

たが、そのお金は、実はこれに使うのだとか

というのがあるのかないのか、ちょっと聞こ

うかなと思っています。

それと、今、町長に答弁を求めた、これだ

けのお金が動く中での東日本大震災の町内の

影響。これについては、はっきり言って相当

大きいと私は調査しています。金融支援につ

いても、今すぐ打てる金融機関の支援はない

です。確認しました。であれば、地元の町と

してどうするのか、早急に対策会議を立ち上

げるべきと思っていますので、町長にその旨

もう一度確認します。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） お認めいた

だければ、この後、通知を出しまして、それ

ぞれの申請が上がってきますけれども、当

然、登録業者は地元ですし、今後、内容に

よっては、地元で調達できるものについて

は、登録業者が今の３７から多分ふえていく

と思いますので、そういうことで進めてまい

りたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（浅野俊伸君） 先ほどの年金の

関係でございますが、今回の補正の額、約

２,９００万円でございますが、試算では通

常の５倍ぐらいが税金から投入になると、一

般財源持ち出しと言われております。ただ

し、この部分については４年程度、２３年度

と同じくらいの金額が続いて、５年目からは

一時金がなくなるということで、通常の年金

分のみの負担になるのではないかと言われて

おります。

この金額については、具体的にまだ示され

ておりませんので、先ほども申し上げました

ように、交付税措置のことも検討されている

ようでありますが、具体的な通知が来た段階

でまたお知らせできるかと思います。

それから、この間、議会で給食センターの

裏の大型車両センター用地、あるいは備蓄倉

庫の建設予定地ということでの土地の売り払

いをした金額でリフォームに充てているのか

ということでございますが、決してそういう

ことではありませんので、３億１,１００万

円ほどの工事が町内で発生するという経済効

果もありますので、そういったことを含め

て、金額につきましては前年度の決算繰り越
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し、そういったものを含めて総体的に見て補

正させていただくという考えでございますの

で、決して土地代をこれに充てているという

ことではございませんので、御理解いただき

たいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（平野浩司君） 地元の経済対策

ということでございますけれども、私どもの

立場から発言させていただければ、今回お認

めいただきたいという部分の中のリフォーム

等、事業費ベースでいけば３億１００万円あ

ると。また、それから町産材の住宅制度、こ

れも地元でお願いしております。

それと、先ほど繰越明許でお話しさせてい

ただきましたけれども、これに対する事業も

進み始めております。ですから、今のところ

地元の企業の方々については、何とかそれで

事業としてのつなぎをしていただきたいとい

う気持ちはございます。

一方、今、議員が御質問のそれでもだめな

部分、言うならば運転資金とかそういう部分

については金融会議という部分で、私どもで

金融機関、商工会議所と情報交換をしてお話

をしております。そういった中で、本当にど

ういう制度が、今、私どもがすればいいのか

という話をしているところでもありますの

で、そういう部分についてはもう少しお待ち

いただきたいと。それが本当に町として皆様

に提案して御理解いただけるものか、それは

十分にそれぞれ委員会も含めてきちんと御相

談もして進めたいというふうに思っています

ので、御理解いただきたいというふうに存じ

ます。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦さん。

○６番（松浦和浩君） 年金の数字が５年程

度続くと、最初に言ってもらえればよかった

なと思っていますけれども、金額が意外と大

きい。ここにいる議員の何人かは、今後、年

金をもらえるかなと。私は、残念ながら年金

としてはもらえる立場ではございませんの

で、一時金でもらうしかないものですから。

ただ、本当に議員年金がなくなることによっ

て、我々議会議員の立場というよりは、生活

を含めた形成が相当変わっているということ

も御理解願いたいということもありますけれ

ども、非常にこの年金の金額が大きいので、

次年度以降の予算に影響がなければいいなと

思っています。

今のリフォームの件については答弁のとお

り、また明確に取り扱ってもらえればありが

たいと。

パークゴルフ場につきましては、僕もいい

ものを早くつくるべきと。今、多くの方が、

まだパークゴルフ人口が多いときにやるべき

という考えは一致します。ただ、僕は、場所

は本当に申しわけないですけれども、雑種地

なり使っていない土地を早く見つけるべきと

思っていますので、その辺についても協議の

ほうを進めてほしいなという気持ちです。

最後に、全体予算に絡めての東日本大地震

の関係につきましては、観光客の増収が見込

めない、要するに顧客が見込めない場合は、

金融機関というのは非常に厳しいかなという

場面もありますので、今すぐに金融支援とい

うよりは、美幌町内の観光、もしくはそうい

う関連を受けた業者の調査をすれば一目わか

ると思いますけれども、対策は急いでやるべ

きと思っていますので、その辺、再度、町長

のほうから答弁お願いします。

○議長（古舘繁夫君） 質疑の内容と、若

干、質問者ずれているところがあるので、要

点をお考えになって御答弁をお願いします。

町長。

○町長（土谷耕治君） 先ほども答弁させて

いただきましたけれども、スピードアップし

て早期着工をぜひとも目指したいと、そんな

思いでおります。

遊休地の当てがあるかということですけれ

ども、町で持っている土地はありますけれど

も、いろいろな条件がありますので、アクセ

スの問題であるとかいろいろありますので、

適地で、例えば７ヘクタールから８ヘクター

ルというとなかなか難しいものもありますの

で、遊休地がいいのかどうかも含めて、先ほ
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ど言ったように事業手法も含めて、なるべく

早く実現に向けての検討を進めていきたい

と、そんなふうに思っております。

それから、震災の関係については、震災の

みならず金融会議という会議を持っています

ので、これは金融機関、会議所、町が入って

おりますので、そういうところでしっかり情

報収集をしながら、打つべき手はしっかりと

打っていきたいと、そんなふうに思っており

ます。

○議長（古舘繁夫君） １１番大原さん。

○１１番（大原 昇君） まず、住宅リ

フォームの件でお聞かせ願いたいと思いま

す。

申し込みが１０７件、当初３０件の予定で

やっていたのですけれども、これまたすごい

件数だなと思っています。

ただ、これが最初３年計画というふうに私

は思っていますので、これが来年、再来年

と、もし３０件以上申し込みがまたあれば、

このときの予算だとか来年も続けるのか、今

期限りでやめるのかという思いもありますの

で、まずその辺の考えをお聞かせ願いたいと

思います。

それと、その下でありますスポーツ振興の

ほうで、室内ゲートボール場の場所をどこに

しているのか、目指しているのかもお聞かせ

願いたいと思います。

あと、パークゴルフ場ですけれども、一応

予定金額が３億８,０００万円から４億円と

いうふうに見込んでいるということですけれ

ども、場所も決まらないでなぜ金額が出てく

るのかがちょっと、私、不思議なものですか

ら、その辺もお聞かせ願いたいと思っており

ます。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 室内ゲートボール場

の場所については、いろいろなイメージを

持っておりますけれども、まだ具体的になっ

ておりませんのでお示しできない状況にある

と思っております。

それから、パークゴルフ場の３億円、４億

円というのは、これは近隣で実施したそう

いった事業費を、パークゴルフ場の造成を含

めてのものと、あと、附帯的な施設もありま

すので、それら含めて大体３億円から４億円

というのが５４ホールで標準的な事業費とい

うことで、我々が積み上げてどういう施設を

配置してとかということではなくて、近隣を

見た中で、この事業費であればこういったも

のができるというような超概算な話ですの

で、これからお認めいただいた段階で早急に

検討もしてまいりたいと、そして早期実現に

向けていきたいと、そんなふうに思っており

ます。

リフォームについては、当初３年間という

予定でありました。１年目はこれだけ好評だ

ということで、来年がばっと減ってしまうと

いうのがちょっと心配ですけれども、３年間

引き続きやっていきたいと。そして、このこ

とで地域の経済を回したい。そのために、地

域の施工業者の方に限定してやるということ

でありますので、３年間はしっかりとやって

いきたいと、そんなふうに考えております。

これは、今回の場合で言うと３,０００万

円で３億円のお金が回るわけですから、１０

倍の効果があるということでありますから、

来年３０でいいのか、５０がいいのか、これ

からでありますけれども、それがふえるとす

ると、また議会の皆さんと御相談をさせてい

ただきたい、そのように思っております。た

だ、非常に効果があるのではないかなとい

う、そういう見通しに立っております。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

２番大江さん。

○２番（大江道男君） パークゴルフ場及び

室内ゲートボール場の整備に関して、予算を

認めるという立場で質問いたしたいと思いま

す。

８,０３３万４,０００円ということで、昨

年暮れまでの積立金が２,７００万円であり

ますから、１億７３３万４,０００円、目標

額の約２５％達成ということであります。
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それで、美幌町の総合計画のことし４月に

策定されたものを見ますと、実は計画にのっ

ているのは２,７００万円だけで全く白紙で

す。それで、先ほど町長、１期目は基金積み

立て、２期目は４年と言わずできるだけ早期

にということで、その思いはしっかり受けと

めたいというように思いますが、一般に室内

ゲートボール場もあわせた場合には、多分、

予定されている金額は４億円では済まないの

だろうと思うのですよね。

従来から、パークゴルフ場及び室内ゲート

ボール場ということで言われておりまして、

それぞれそろそろ全容を明らかにしていく必

要があるのではないかと。１億円を超えると

いう段階になりましたので、ぜひその分につ

いてはそろそろ全容をお示しいただけないか

と。

それと、パークゴルフ場につきましては、

網走川河川敷を使って相当好評を博していま

す。一部、不便を来している向きもあります

が、２カ所でいくのか、それとも集約するの

かということについては、多分いろいろな議

論が出てくるというふうに思います。町民の

意向を最大限尊重せよという作業も迫ってい

ますので、できるだけ計画、しかも町長の決

意の一たんが示されましたので、任期内とい

うことになりますと、できるだけ早期に全容

を示していただく必要があるのではないかと

いうことを、一つはその点でさらに腹の内を

明らかにしていただければありがたい。

もう一つは、町の財政との関係で大丈夫な

のかというのが必ず出てくるかと思います。

それで、美幌町は町民に対して、美幌町の財

政状況についてはホームページ上でも示され

ております。私も確認をしておりますが、平

成１７年度決算が類似団体１３２団体中、実

質公債費比率では２３.３％ということで最

悪だったというのは多くの町民の頭の中に焼

きついています。それで、町民の負担も含め

まして財政健全化に取り組んで、町長は選挙

後、１８％を割り込むという見通しを示され

ました。２３年度見込みで言えば、計画目標

値１７に対して１４.７％まで進むのではな

いか。相当好転している。しかも、職員数に

ついても計画以上の減少ということで、この

点でも内部努力は相当されているということ

で、多分、計画以上に財政状況は相当努力さ

れているというふうに見かけられるのです

が、これだけ多額の金額を、しかもやや前倒

しでやるのではないかという思いで受け取る

町民からすれば、大丈夫かという声が必ず起

こると思いますので、財政の見通しも含め

て、あわせてお示しいただければありがたい

というふうに思います。８,０３３万４,００

０円という金額を評価した上での質問であり

ます。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） このパークゴルフ場

は、本当に町民の皆さんが青空のもとで世代

関係なく交流を含め、そして健康づくりのた

めに延べ人数で約４万人の方が利用されてい

ると。現在の場所については、秋口の特に台

風時期には増水して使えなくなったり、ある

いは、施設を堤防外に出したりと、大変御不

便をかけております。また、女性の利用者の

方にとって、今のトイレで本当にいいのかど

うかということも含めて、芝自体は一生懸命

やっていただいて、この近辺にもないような

パークゴルフ場になっておりますけれども、

ただ、雨であるとか女性の使用であるとかに

ついては、もうちょっと安心して使っていた

だくために、新たなパークゴルフ場の整備を

目指すということで、私、１期目の公約の中

で盛り込んで多くの方の支持を得たというこ

とで、今回、２期目ということでありますの

で、スピードをアップして整備に向けたい

と。

その中で、全容をそろそろ、あるいは具体

的なものをそろそろ示すべきではないかとい

うお話であります。まさにそのとおりだと思

いますので、きょうこの場ではなかなか難し

いですけれども、若干時間をいただきなが

ら、先ほど別の議員にお答えしたように、事

業手法、財源も含めての話ですけれども、規
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模、あるいは場所、これらについてしっかり

と検討して、なるべく早い機会に示して整備

に向けていきたいと。そうなると、多分、２

カ所の運営は難しいと思いますので、新パー

クゴルフ場に集約されるだろうという予想を

しておりますけれども、これまた住民の皆さ

んの声も聞きながらどうするかを決定してい

きたいと、そんなふうに思っております。

それから、財政上大丈夫かというお話です

けれども、財政運営計画の中でもこのことを

盛り込みながら財政運営を現在しているとい

うことであります。とりわけ公債費比率適正

化計画であるとか補償金免除の繰り上げ償還

の中で示した健全財政、あるいは新しい地方

自治体における健全財政の法律ができまし

た。これらも十分にらみながら、財政運営、

今日までやってきました。その結果、実質公

債費比率が１８％の射程距離に入ってきたと

いうことでありますから、しっかりと今後も

行財政改革、あるいはアウトソーシングを

しっかり進めて、新たな要望にはしっかりこ

たえながら、その基盤となる財政健全化も図

りながら住民要望にこたえていきたいと、そ

んな思いでいるところであります。

ここ数年、いろいろな手段をとってきまし

たけれども、一番町民の皆さんには辛抱を強

いたり、あるいは負担を強いてきたというこ

とでありますから、これからの４年間はパー

クゴルフ場の整備を含めて、何とか住民の皆

さんと夢を一緒に紡いでいきたいと、そんな

思いでありますので、一日も早い実現をぜひ

目指していきたいと、そんなふうに考えてお

ります。健全財政については引き続き努力を

していきたいと、そんなふうに考えておりま

す。

○議長（古舘繁夫君） １２番吉住さん。

○１２番（吉住博幸君） 実は、８,０００

万円、びっくりしています。今までの議論過

程では過年度分、もう２３年になりましたか

ら、その余った分で云々という議論の中での

お話であったかと私自身思うところでありま

す。そういう中で、昨年でありますけれど

も、余った分とかそういうのではなくて、政

策、施策の上で毎年何ぼ積み立てたい、そう

いうのを提言されたらいかがですかと、これ

は私自身が質疑とか質問の中で言わせていた

だいた経緯があります。

そういう中で、この８,０００万円という

ことは、先ほども町長おっしゃるように、つ

くるという意味では４年以内でつくるという

ターゲットを定めて提案されたのかなと。そ

ういう意味では、よく英断されているという

ところがありますので、少なからずそういう

思いであったら、ついでに来年と再来年、こ

のぐらいの似たような金額を積み立てたい。

政策、施策の上で御理解していただきたいと

いう話もあわせて聞いておきたいなと。もと

より、この基金を積み立てるという意味内容

を認めた段階で、当時の認めた議員はだれも

つくるなと言っているわけではないと私は見

ていますので、そこら辺の思いも決意として

聞かせていただかないと、失礼な言い方であ

りますけれども、ターゲットを絞ったのであ

れば、ぶれないという意味で、この後、来

年、再来年も含めて、このぐらいの思いの金

額を積み立てたいのだという、そこら辺の熱

意を聞いておかなければ、私自身もいい意味

で邁進するわけにはいかないわけです。

先ほども、この４年以内でとちゃんと言わ

れていますから、それで日本語は通じている

と思いがちですけれども、額から言ったら、

私は来年も再来年も似たような額を積み立て

なければ、思いがあっても実現しないと思っ

ていますので、そこら辺のことをしっかり

言っていただきたいという思いでお尋ねした

いということであります。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） この基金積み立ての

ときには、いつも吉住議員には力強いお言葉

をいただいて、前回は３,０００万円のとこ

ろ、若干いろいろなことがあって減額という

結果になりましたけれども、そのときもかな

り力強い言葉をいただきました。もうちょっ

とルール化したらどうだと。１億円だったら



－ 39 －

１億円積めと。そんな３,０００万円と言わ

ず、町民の声を受けたらもうちょっと積めと

いうようなお話がありましたけれども、た

だ、この基金条例をつくったときからお話し

しておりますように、財政がなかなか読めな

いという厳しい状況の中で、何とか繰り越し

財源の中から少しでも積み立てをさせていた

だきたいという思いでやってきましたので、

毎年１億円積むということは、思いはあって

もなかなか難しいということなので、決算状

況をある程度見通した中で積立額を決めさせ

ていただきたい。

前回も修正の際には、財調のほうに積んで

はどうかというお話でありましたけれども、

パークゴルフ場及び室内ゲートボール場の基

金ができましたので、これはしっかり色をつ

けてやるということでありますけれども、毎

年幾らかという具体的な数字を上げるという

のは難しいという御理解をまずいただきたい

なと思います。

ただ、熱意だけは、先ほど来答弁させてい

ただいているように、多くの町民の皆さんが

待っている施設でありますので、後は財源、

これを積極的に早急に何とか見通しを立てな

がら提案をしていきたいと、そんなふうに

思っております。

○議長（古舘繁夫君） １２番吉住さん。

○１２番（吉住博幸君） 悪い意味でとらえ

ないでください。それが不安になるのです

よ、みんな。だから苦しくても、何かを抑え

てでもこれをしていくのだという力強いその

思いなのですよ。そういうあやふやでなく

て、きっちり４年後にはつくるのだぐらいの

熱意が、その言葉でまた期待している町民に

対して不安がらせる。おれについてこい、こ

のぐらいの思いでやっていくのだというぐら

いの熱意があって、具体的に年次的な予算づ

け、これがあるべきだということだけは言わ

せていただいておきます。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 力強い声にこたえる

ようにしっかり頑張っていきたいと、そんな

ふうに思っております。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑ありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、質疑を終わ

ります。

これから、議案第３５号平成２３年度美幌

町一般会計補正予算（第３号）についてを採

決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決するに賛成の方は

起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

暫時休憩いたします。再開は６時といたし

ます。

午後 ５時３４分 休憩

────────────────

午後 ６時２０分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

─────────────────────

◎議会運営委員長報告

○議長（古舘繁夫君） 休憩中に議会運営委

員会を開催いたしましたので、その結果につ

いて委員長から報告を求めます。

１２番吉住委員長。

○１２番（吉住博幸君） 休憩中に議会運営

委員会を開催しましたので、その内容につい

て報告いたします。

報告内容は２点であります。

１点目については、両常任委員会及び議会

運営委員会から閉会中の継続調査の申し出が

あったので、緊急事件として認め日程に追加

し、追加日程第１として直ちに審議すること

といたしました。

２点目については、吉住博幸議員外１２名

から、美幌町自治基本条例に基づく議会改革

に関する調査のため、美幌町自治基本条例に

基づく議会改革特別委員会設置に関する決議
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案の提出があったので、緊急事件と認め日程

に追加し、追加日程第２として審議すること

といたしました。

以上、報告いたします。

─────────────────────

◎日程追加の議決

○議長（古舘繁夫君） お諮りいたします。

ただいま議会運営委員長から報告のあった

とおり、閉会中の継続調査及び決議案第１号

美幌町自治基本条例に基づく議会改革特別委

員会設置に関する決議についてを緊急事件と

認め、日程に追加し、閉会中の継続調査を追

加日程第１、決議案第１号美幌町自治基本条

例に基づく議会改革特別委員会設置に関する

決議についてを追加日程第２として、直ちに

議題とすることとしたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、閉会中の継続調査及び決議案

第１号については、緊急事件と認め、日程に

追加し、それぞれ追加日程第１、第２として

直ちに審議することに決定いたしました。

─────────────────────

◎追加日程第１ 閉会中の継続調査に

ついて

○議長（古舘繁夫君） 追加日程第１ 閉会

中の継続調査についてを議題といたします。

お諮りいたします。

各委員会の申し出のとおり、閉会中の継続

調査とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、各委員会の申し出のとおり、

閉会中の継続調査とすることに決定いたしま

した。

─────────────────────

◎追加日程第２ 決議案第１号

○議長（古舘繁夫君） 追加日程第２ 決議

案第１号美幌町自治基本条例に基づく議会改

革特別委員会設置に関する決議についてを議

題といたします。

お諮りいたします。

本件については、１３人の委員で構成する

美幌町自治基本条例に基づく議会改革特別委

員会を設置して、これに付託の上、平成２４

年３月末日まで、閉会中の継続調査とするこ

とにいたしたいと思いますが、これに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本件は１３人で構成する美幌

町自治基本条例に基づく議会改革特別委員会

を設置し、これに付託の上、平成２４年３月

末日まで、閉会中の継続調査とすることに決

定いたしました。

お諮りいたします。

ただいま設置されました美幌町自治基本条

例に基づく議会改革特別委員会の委員につい

ては、委員会条例第７条第１項の規定によ

り、１番新鞍峯雄さん、２番大江道男さん、

３番早瀨仁志さん、４番柏葉久子さん、５番

中嶋すみ江さん、６番松浦和浩さん、７番上

杉晃央さん、８番岡本美代子さん、９番坂田

美栄子さん、１０番宗像密琇さん、１１番大

原昇さん、１２番吉住博幸さん、１３番橋本

博之さん、以上、１３名を指名したいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、ただいま指名いたしました１

３人の方を美幌町自治基本条例に基づく議会

改革特別委員会委員に選任することに決定い

たしました。

暫時休憩いたします。休憩中に特別委員会

を開催し、正副委員長の互選を願います。

午後 ６時２５分 休憩

────────────────

午後 ６時２７分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、
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会議を開きます。

─────────────────────

◎諸般の報告

○議長（古舘繁夫君） 諸般の報告をいたし

ます。

休憩中に開催されました美幌町自治基本条

例に基づく議会改革特別委員会において、委

員長及び副委員長の互選が行われ、その結果

が議長の手元に参りましたので報告いたしま

す。

委員長に吉住博幸さん、副委員長に大江道

男さん。

以上のとおり互選された旨、報告がありま

した。

─────────────────────

◎日程第２０ 報告第３号

○議長（古舘繁夫君） 日程第２０ 報告第

３号専決処分の報告について。

お手元に配付しているとおり報告書の提出

がありましたので、お聞きすることがあれば

許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） ないようであります

ので、報告第３号専決処分の報告については

これで終わります。

─────────────────────

◎閉会の宣告

○議長（古舘繁夫君） 以上で、本臨時会に

付議されました案件はすべて終了いたしまし

た。

会議を閉じます。

これで、平成２３年第４回美幌町議会臨時

会を閉会いたします。

午後 ６時２８分 閉会
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